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第 71 回総会第 3 委員会会議記録 
 

房野 桂 作成 
 

2016 年 10 月 4 日(火)第 1 回・2 回会議 
 

議事項目 26: 社会開発、(a)世界の社会状況、青年、高齢者、障害者及び家族に関連する問題を含めた社

会開発、(b)生活のための識字: 未来のアジェンダを形成する 
 

提出文書 

1. 第 71 回総会の組織に関する一般委員会第一回報告書(A/71/250) 

2. 障害者のための国際的に合意された開発目標に関する事務総長報告書(A/71/214) 

3. 国際家族年の目標の実施とそのフォローアップ・プロセスに関する事務総長報告書(A/71/61-E/2016/7) 

4. 生活のための識字に関する国連教育科学文化機関事務局長報告書を伝える事務総長メモ(A/71/177) 

5. 2016 年世界の社会状況: 誰も取り残さない---包摂的開発の至上命令(A/71/188) 
 

議題紹介ステートメント 

1. Maria Wmma Mejla Velez(コロンビア)第 3 員会議長 

2. Wu Hungbo 経済社会問題事務次長 

3. Daniela Bas 経済社会問題局社会政策開発部部長 

4. Venketa Subbarao Ilapavuluri 国連教育科学文化機関(ユネスコ)事務局長 
 

質問とコメント 

 モンゴル、Mr. Ilapayuluri の回答、アルジェリア、Ms. Bas の回答 
 

一般討論 

 タイ(G77/中国を代表)、フィリピン(東南アジア諸国連合(アセアン)を代表)、アンゴラ(アフリカ・グル

ープを代表)、ドミニカ共和国(ラテンアメリカ・カリブ海諸国共同体(CELAC)を代表)、バハマ(カリブ海

共同体(CARICOM)を代表)、欧州連合、エジプト(ニューヨーク家族友好国グルーブを代表)、エジプト、

パラグァイ、クウェート、フィンランド、スイス、ブルガリア、米国、フィリピン、インド、アルゼン

チン、メキシコ、オーストリア、ブラジル、キューバ、モロッコ、スロヴェニア、ニカラグァ、リビア、

ペルー、ボリヴィア多民族国家、ベラルーシ、ヴェトナム、ロシア連邦、コロンビア、ケニア、スリラ

ンカ、韓国、ノルウェー、シリア・アラブ共和国、モルディヴ(小島嶼国同盟(AOSIS)を代表)、エクアド

ル、テュニジア、チリ、グァテマラ、オランダ 
 

 

10 月 5 日(水)午前 第 3 回会議 
 

議事項目 26(a)(b)(継続) 

 

一般討論 

 ホーリーシー、パキスタン、シンガポール、ホンデュラス、サウディアラビア、ジョージア、オース

トラリア、中国、モナコ、モンゴル、イラン・イスラム共和国、イタリア、スウェーデン、ラオ人民民

主主義共和国、ナミビア、アイルランド、サンマリノ、ルーマニア、ザンビア、ベルギー、カタール、

カナダ、イラク、カザフスタン、トルコ、インドネシア、ナイジェリア、バングラデシュ、ポーランド、

ウクライナ 
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10 月 5 日(水)午後 第 4 回会議 
 

議事項目 26(a)(b)(継続) 
 

一般討論(継続) 

  ブルネイ・ダルサーラム、日本、南アフリカ、キルギスタン、スーダン、セネガル、ドイツ、リベリ

ア、パナマ、チェコ共和国、ネパール、ウガンダ、エリトリア、ブルキナファソ、アルメニア、コスタ

リカ、パラオ、ギニア、マルタ騎士団、国際労働機会(ILO) 
 

日本のステートメント(布柴靖枝代表顧問): まず初めに、本委員会の議長の地位のご就任に関して議長に

心よりのお祝いを申し上げたいと存じます。 

 私は、日本の九つの女性 NGO の推薦を受けて、日本代表団特別顧問としてこの委員会に出席しており

ます。1957 年以来、日本の女性 NGO の代表が、本委員会の討議に参加してまいりました。私は、女性

の政治的エンパワーメントと民主的ガヴァナンスが平和で平等な市民社会を達成する基本であることを

認めて、この委員会に積極的に参加いたします。 

 日本は、「持続可能な開発 2030 アジェンダ｣の指導原則、つまり人間を中心とした取組みの上に立つ「誰

も取り残さない」という原則を強く支持いたします。私たちは、持続可能な開発を達成するために、脆

弱な人々と国々を支援することにより、｢2030 アジェンダ｣の実現を推進していくつもりです。  

 この点で、障害者が社会に参画するよう支援し、奨励し、障害者に対する差別をなくすことにより、

より包摂的な社会を創りだすことが重要であります。今年 4 月に、日本は、差別を撤廃する具体的措置

を取るよう行政機関と民間の会社に要請する法令を施行しました。  

 日本政府は、障害を持つ学生を積極的に受け入れ、彼らのために宿泊所を提供する学校への財政支援

も拡大してきました。 

 さらに、日本は、この分野での国際協力を推進するために数多くの貢献もしてまいりました。一つの

例は、障害者の職場への適合を支援する「雇用コーチ」プロジェクトです。私たちはこういったプロジ

ェクトを 10 年間行って参りました。マレーシアでは、1,000 名以上の個人が、雇用コーチになるために

訓練され、これまでに 650 名以上の障害者が、その雇用ニーズに関して支援を受けてきました。 

 貧困や社会的不平等のように、アフリカ諸国が直面している困難は、その社会的・経済的・文化的権

利の達成を邪魔しています。私たちは、貧困撲滅、保健ケア制度の強化、完全雇用とディーセント・ワ

ークの確保のような人々のエンパワーメントを可能にする環境を確立する努力を先延ばしすることはで

きません。  

 この点で、日本は、1993 年以来、アフリカ開発東京国際会議 TICAD を導いてきました。それ以来、

私たちは、経済開発のためのみならず、保健ケア制度の改善、包括的な教育、女性のエンパワーメント

のような「質の高い成長｣に向けて様々な貢献をしてまいりました。 

 今年は、私たちは初めてアフリカで第 6 回 TICAD 首脳会合を開催しました。この首脳会合で、私たち

は、強靭な保健ケア制度を強化し、2016 年から 3 年間にわたって 1,000 万人の人々のために質の高い職

員訓練の提供を通して、アフリカの未来に向けて、政府と民間セクターの資金から約 300 億ドルを投資

するという公約を発表しました。私たちは、こういった活動を通して、アフリカの社会開発に貢献し続

けます。 

 今年 12 月に、日本は、東京で、女性が輝く社会を実現するための第 3 回世界女性集会「WAW! 2016｣

を主催します。私たちは、徹底した討論がまだ必要である「ワーク・ライフ・バランス」、「科学技術」

及び｢保健と下水道｣のような普遍的トピックに重点を置きます。 

 我が国は、女性、障害者、青年、高齢者、LGBT の人々を含めたすべての個人をエンパワーすること

により、「誰も取り残さない」の精神で、社会開発を取り巻く問題に対処い続けるつもりです。 
 

答弁権行使 

 ロシア連邦: 社会開発のアジェンダが、政治的配慮のために利用されたことを残念に思う。ジョージア

代表は、非難を出すことを心配しないで、対話に重点を置くべきである。ウクライナ代表が、たださら

に緊張を高めるだけであるロシア連邦に対する非難を続けていることを嘆かわしく思う。しかし、ウク

ライナ代表は、ウクライナが直面している社会問題に関しては沈黙していた。クリミアに関しては、制

裁が課されたことを非難するが、制裁にもかかわらず、観光は継続して繁盛しており、年金は増加して

きた。 
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 ジョージア: アブカジアで暮らしている若い人々とその人権を心配している。教育と保健ケアへの彼ら

のアクセスは緊張によって制限されてきた。 
 

 

10 月 6 日(木) 第 5 回会議 
 

議事項目 106: 犯罪防止・刑事司法、107: 国際麻薬管理 
 

提出文書 

1. 第 13 回犯罪防止・刑事司法国連会議に関する事務総長報告書(A/71/94) 

2. 犯罪防止と犯人の扱いのための国連アフリカ機関に関する事務総長報告書(A/71/121) 

3. テロ対策に関連する国際条約と議定書を実施するための技術支援に関する事務総長報告書(A/71/96) 

4. 国連麻薬犯罪事務所の技術協力活動、特に関連する国連犯罪防止・刑事司法プログラムの実施に関す

る事務総長報告書(A/71/114) 

5. 人身取引禁止努力の調整の改善に関する事務総長報告書(A/71/119) 

6. 第 6 回国連汚職防止条約締約国会議報告書を伝える事務総長メモ(A/71/120) 

7. 世界麻薬問題に対する国際協力に関する事務総長報告書(A/71/316) 
 

議題紹介ステートメント 

 Yury Fedotov 国連麻薬犯罪事務所(UNODC)事務局長 

 質問: メキシコ、コロンビア 

 回答: Mr. Fedotov 
 

一般討論 

 ジャマイカ(カリブ海共同体(CARICOM)を代表)、シンガポール(東南アジア諸国連合(アセアン)を代表)、

ニジェール(アフリカ・グループを代表)、欧州連合、米国、エジプト、ロシア連邦、インド、メキシコ、

コロンビア、キューバ、アフガニスタン、ニカラグァ、リヒテンシュタイン、ペルー、ベラルーシ、ア

ラブ首長国連邦、モロッコ、ブラジル、ケニア、ボリヴィア多民族国家、シリア・アラブ共和国、ホー

リーシー、イスラエル、モルディヴ、中国、イタリア 
 

 

10 月 6 日(木)午後 第 6 回会議 
 

議事項目 106、107(継続) 
 

一般討論(継続) 

 スリランカ、グァテマラ、イラク、タイ、シンガポール、パキスタン、サウディアラビア、ジョージ

ア、イラン・イスラム共和国、日本、カタール、リビア、南アフリカ、カザフスタン、コスタリカ、ト

ルコ、ナイジェリア、ブルネイ・ダルサーラム、キルギスタン、エリトリア、アルジェリア、タジキス

タン、ネパール、オランダ、ミャンマー、フィリピン、エクアドル、スーダン、セネガル、ウクライナ、

マレーシア、ヴェネズエラ・ボリヴァリアン共和国、バングラデシュ 

 

日本のステートメント(齊藤純公使): 法の支配、グッド・ガヴァナンス、合法性の文化が、犯罪防止と刑

事司法の観点から極めて重要であります。さらに、正義ある社会においてのみ経済・社会開発が達成で

きます。日本は、法制度を改善し、世界的に合法性の文化を推進する努力を払うつもりです。 

 日本は、2020 年に第 14 回国連犯罪会議を主催することを誇りに存じております。私たちは、昨年の

ドーハ会議の成果に基づいて準備を続けることにコミットしております。「持続可能な開発 2030 アジェ

ンダ」への犯罪防止と刑事司法の視点の包摂が、ドーハでの重要な業績でありました。2017 年５月に開

催されることになっております犯罪防止刑事司法委員会の次回のセッションが私たちの第一歩となりま

す。日本は、次回会議の全体的テーマと議事項目を加盟国、UNODC 及び利害関係者と討議することを

楽しみにいたしております。 

 日本は、昨年 4 月に開催されました世界麻薬問題に関する国連総会特別会期(UNGASS)が成功裏に終

わったことを歓迎いたします。会期中に採択された「合同コミットメント｣は、世界の麻薬問題と闘うた
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めの重要な指導原則として役立つことでしょう。日本政府は、「合同コミットメント｣の実施に積極的役

割を果たしつづけます。 

 日本は、国際社会で重大な懸念となっております合成麻薬、つまり新しい精神活性物質(NPS)とメタン

フェタミンと闘うことを大いに重視しております。私たちは、麻薬抑制問題に対して主たる責任を有す

る国連の政策策定機関としての麻薬委員会(CND の主要な役割を支援し続けます。 

 組織犯罪とテロリズムとに闘いは、もう一つの緊急のテーマであり、これに関して国際社会は協力し

なければなりません。この問題に対処するために、日本は、今年の G7 の議長国として、昨年５月の伊勢

志摩サミットで発表されたテロリズムと暴力的な過激主義との闘いに関する行動計画を実施するために

指導的役割を果たすことにコミットしております。これは、多元主義と寛容を推進することにより、社

会の節度ある声をエンパワーするのみならず、能力開発のための援助を提供することを通すことになり

ます。 

 汚職は、法の支配に否定的影響を与え、テロリズムと犯罪を助長します。この点で、日本は、透明性

を推進し、法律執行協力を強化する行動をとってきました。この努力を通して、私たちは、汚職に対す

る世界的闘いにおいて勢いを増すことを希望しております。 

 サイバー犯罪の発生の増加は、国際社会にとってのまた新たな課題です。日本は、それぞれの国で能

力開発がさらに強化され、既存の枠組みを通して国際協力が強化されることを希望いたします。 

 最後に、マネー・ローンダリングとテロリストの資金調達を防止する措置を取ることがテロリズムを

根本から抑制するために極めて重要であります。この点で、日本は、マネー・ローンダリングに関する

財政行動タスクフォース(FARF)の勧告に従い、国際協力に貢献するのみならず、国内の法制度の改善を

継続いたします。 
 

 

10 月 10 日(月)午前 第 7 回会議 
 

議事項目 27: 女性の地位の向上 
 

提出文書 

1. 女性性器切除を廃絶する世界的努力の強化に関する事務総長報告書(A/71/209) 

2. 女性と女児に対するあらゆる形態の暴力を撤廃する努力の強化に関する事務総長報告書(A/71/219) 

3. 女性と女児の人身取引に関する事務総長報告書(A/71/223) 

4. 産科フィステュラをなくす努力の強化に関する事務総長報告書(A/71/306) 

5. 第 61 回, 62 回及び 63 回女子差別撤廃委員会報告書(A/71/38) 

 

議題紹介ステートメント 

1. Lakshmi Puri 事務総長補・ジェンダー平等と女性のエンパワーメントのための国連機関(国連ウィメ

ン)副事務局長: 「50 対 50 の惑星｣に向けて進歩を促進する重要な機会であり、最近の難民・移動者サミ

ットは、国際社会にこの問題に対する適切な対応を生み出すための堅固な基礎を与えた。実際、女性移

動者は、他の者よりも多くの人権侵害を経験しており、ジェンダー平等達成のために女性の経済的エン

パワーメントを一層重要なものにしている。人権に基づく取組みを主流化し、生活の様々な領域への男

女の平等な参画を確保することが重要である。 

 女性と女児が暴力を受けない生活を送ることを保障する必要性を強調し、女性性器切除を犯罪とする

よう加盟国に要請する。やることはたくさんあるので、「持続可能な開発 2030 アジェンダ｣の完全実施の

ために女性の地位の向上を優先するよう各国政府に要請する。さらに、女性に対する暴力、政治参画、

ジェンダー統計の領域で、もっと多くの行動が必要とされる。そのような努力には強化された説明責任

メカニズムが伴うべきである。 
 

2. Natalia Kanem 国連人口基金(UNFPA)副事務局長: 「産科フィステュラをなくすための努力の強化｣

に関する事務総長報告書を説明する。過去 2 年で進歩は遂げられたが、質の高い緊急産科ケアへのアク

セスの欠如から生じる産道の破裂である産科フィステュラをなくすためにしなければならないはるかに

多くのことが残っている。ほとんどの場合、赤ん坊は死に、母親は身体的に、精神的に情緒的に傷を受

けたままになる。開発途上国の女性と女児にフィステュラが与える継続するインパクトは、保健の不平
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等の表れである。産科フィステュラは予防でき、治療できるにもかかわらず、これで苦しんでいるほと

んどの女性と女児は、治療を受けることなく死んでいくであろう。これは人権侵害である。 

 報告書によれば、フィステュラのサヴァイヴァーの予防、治療、社会再統合という 3 つの重要な領域

において進歩が遂げられてきた。特に、少なくとも 15 カ国が 2015 年までにフィステュラをなくすため

に国内戦略を開発している状態で、産科フィステュラを国内保健戦略に統合する際に進歩が遂げられて

きた。しかし、厳しい資金不足が産科フィステュラをなくすための対応を妨げ続けている。国際社会が

2030 年までに「持続可能な開発目標｣を達成するために動員されている時、事務総長は、①予防と治療

戦略と介入、②財政支援、③再統合戦略と介入、④アドヴォカシーと意識啓発，⑤調査、データ収集と

分析という 5 つの領域で勧告を出している。努力には、①熟練した出産介添え、②緊急産科・新生児ケ

ア、③家族計画という 3 つのよく知られている費用対効果のある介入を規模拡大することが含まれるべ

きである。 
 

質問: 

チリ: 出産中の産科フィステュラの原因についてそれが先天的なものなのかまたは未熟練のケアによっ

て起こるのか尋ねる。 

メキシコ: 女性と女児の移動者の状況に関するコメントを歓迎し、国連ウィメンによる包括的対応を要請

する。 
 

回答:  

Ms. Kanem: 産科フィステュラは、長引く出産と破裂によって引き起こされる。これは、母親の成熟度

に関連しており、若い女性は、これにかかる可能性がより高い、さらに、破裂は、しばしば、女性が大

小便失禁のままに放置されることもあるので、孤立を含めた社会的結果を与える。熟練した助産師また

は医師がこの問題に対処し、外科的修復が産科フィステュラの結果を修復できるのだが、そのような治

療が利用できないでいる。 
 

Ms. Puri: 加盟国が移動者の問題を擁護したことを歓迎し、この領域での国連ウィメンのかかわりを再確

認する。 
 

3. 林陽子女子差別撤廃委員会議長: 委員会は、特定の「持続可能な開発目標｣を｢女子に対するあらゆる

形態の差別の撤廃に関する条約｣の条項に関連付ける 7 本の最終見解を採択した。これに先立って、夏に

開催されたワークショップには、指標 5.1.1 に対処するためのテーマ別問題のリスト(「性に基づく平等

と非差別を推進し、施行し、監視するための法的枠組みが設置されているかどうか」が含まれていた。

このリストは、その指標を測定するための国際的に受け入れられた方法として、機関間専門家グループ

が採択するよう勧められるであろう。 

 難民及び移動する女性と女児に関しては、委員会は、強制移動の根本原因に対処するジェンダーに配

慮した政策を採用し、そのような政策の策定への女性の完全参画を確保し、難民及び移動する女性の世

界の経済成長への貢献を認めるよう各国に要請した。大規模の人口移動の根本原因は、紛争や迫害を超

えて広がっているが、その他の助長要因として、その根本原因には、差別、ジェンダーに基づく暴力、

搾取、気候変動、極度の貧困及び教育と基本サーヴィスへアクセスの欠如が挙げられる。 

 委員会は、農山漁村女性の権利を成就する責務に関して国家にガイダンスを提供している農山漁村女

性の権利に関する一般勧告も採択した。さらに、ジェンダーに基づく暴力の撤廃に関する勧告は、女性

に対する暴力とジェンダー平等と重なり合う形態の差別の間の関係に対する締約国の理解を深めるため

に更新された。委員会は、女性と女児のための教育への権利を強化し、災害危険削減のジェンダー関連

の側面に関するガイダンスを提供する勧告にも取り組んでいる。 
  

質問:  

アイルランド: 市民社会団体は、女性差別を強調する際に重要な役割を果たしているが市民社会団体が活

動するスペースが、ますます制限され危険にさらされていることに懸念を表明する。市民社会団体と条

約監視機関との間のかかわりについて林氏のご意見を伺いたい。 

日本: ｢女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約｣と「持続可能な開発 2030 アジェンダ｣と

の間の協力を強化することは極めて重要であり、この問題を目的としてそれぞれの国はどのように条約

機関と協力するべきなのか。 
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スイス:安全保障関連の領域への女性の参画の強化が極めて重要であるので、ジェンダーの視点は、行動

計画に統合されるべきである。報告書を提出するための国々のための簡素化された手続きに関する委員

会の経験について尋ねる。 

欧州連合: ｢条約｣の締約国になるようまだこれを行っていない国々に要請し、難民危機の状況で、司法へ

の女性のアクセスについて説明するよう議長に求める。 

デンマーク: 女性と女児に対する非差別は開発の前提条件であり、女性と女児に対する差別の撤廃に関す

る「持続可能な開発目標｣をどのようにすれば最もうまく達成できるかを議長に尋ねる。 

英国: 女性と女児に対する暴力と取り組むことは依然として優先事項であり、わが国では、家庭内虐待に

関する法改正が行われた。委員会と協力している者に対する報復に関する懸念の問題について説明する

よう議長に求める。 

リトアニア: 性に基づく非差別に関する「持続可能な開発目標｣の詳述に関する委員会の作業を推奨し、

委員会と他の条約機関との間の情報交換について議長に尋ねる。 

スロヴェニア: 第 62 回委員会で、スロヴェニアの報告書が検討された。司法へのアクセスに関する 2 つ

の勧告が出されたが、司法制度内のジェンダー固定観念との闘いに関して最近の進歩と好事例について

説明するよう議長に求める。 

ノルウェー: 情報収集と共有ということになると、統計部との交流のために委員会にどのようなモダリテ

ィが存在しているのか? 
 

回答:  

林陽子: 委員会によせられた支援に感謝する。条約機関強化プロセスに関しては、概要記録が英語でのみ

用いられ、語数制限が課されてきた。勧告のためには一定の言語が用いられている。簡素化手続きにも

パラグラフ数の制限が含まれている。7 カ国が簡素化した報告を認められてきた。サイクルがまだ終わっ

ていないので、そういった努力のインパクトはまだわからない。 

 参画の問題に関しては、市民社会の代表と国内人権機関は、本当に会議に招かれ、加盟国は全ての利

害関係者と交流するよう勧められている。委員会は、条約機関強化プロセスの友で市民社会とかかわり

続けることを目的としている。条約機関は、人権擁護者に対する報復に対処する独自のメカニズムを設

立してきた。委員会のために特別報告者は任命されておらず、ビューローが本会議からのガイダンスで

監督を提供する。報復に関する情報はまだ受け取っていない。 

 「持続可能な開発目標｣の実施において、指標の開発に貢献するために、国連ウィメンと接触してきた。

包摂の問題は、報復の問題に関連している。すべての利害関係者と脆弱な集団の完全包摂を達成するた

めには、保護が確保されなければならない。差別法と有害な慣行が多くの法律に根強く続いており、そ

のような慣行を打ち破り、裁判官のための訓練を提供するよう加盟国とそのパートナーに要請する。統

合力に関しては、条約機関の間の合同会議では十分ではなく、他の条約機関の作業に寄与するためにも

っと多くのことがなされなければならない。 
 

Ms. Puri: その実施とジェンダー平等の監視に対して委員会を推奨する。国連ウィメンは、規範的進歩を

牽引し、知識を深め、勧告を実施するために委員会と大変密接に協力している。活動の領域では、国連

ウィメンは、勧告を実施するために、加盟国や市民社会と密接に協力している。さらに国連ウィメンは、

委員会の活動に資する指標や統計の開発に関わっている。 
 

4. Dubravka Simonovic 女性に対する暴力、その原因と結果に関する特別報告者: 女性の暴力サヴァイヴ

ァーの保護とサーヴィス、安全保障軍・警察隊のための世界的な行動規範の策定、強制移動と難民の流

れの状況での女性に対する暴力、過激主義とジェンダーに基づく暴力との間の繋がりについての調査、

女性に対する暴力を扱う法律専門家と法律執行担当官のための能力開発、オンラインによる女性に対す

る暴力、差別法の撤廃、女性政治家に対する暴力という任期中に重点を置く優先事項をいくつか概説す

る。 

 それから女子差別撤廃委員会のテーマ別報告書からわかったことを説明する。報告書の第一部は、女

性に対する暴力に関する法的枠組みに関係している。女性に対する暴力に関して法的に拘束力のある条

約の可能性を考えており、この問題に関する加盟国からのインプットを歓迎する。報告書の第 2 部は、

フェミサイド(ジェンダーのための女性の殺害)に関係している。  
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 女性に対する暴力を追跡するメカニズムである「フェミサイド監視機構｣の広範な設立を要請する。

国々は、毎年データを集め、そのデータをジェンダー及びその他のカテゴリー別に分類することになる。

データを収集することにより、フェミサイド監視機構は、ジェンダーに基づく暴力に対する意識を高め、

その防止のための行動を強化するであろう。この状況で強力なデータ追跡プロジェクトを引用し、加盟

国に好事例を送るよう要請する。 
 

質問:  

チリ: チリは世界でフェミサイドの率が最も高い 25 カ国の中の一つであり、Ms. Simonovic の作業は、

この現象と闘う際に役立つ。女性性器切除の問題に関して説明をお願いする。 

エジプト: 代表団に討論を準備する時間があるように、来年は報告書を早めに提出されるよう要請する。

利用できる資金は既存のメカニズムに投資されるべきである。例えば職場における女性に対する暴力の

ように、家庭内よりももっと広い状況での暴力に重点を置くよう特別報告者に要請する。 

オーストラリア: オーストラリアでは、一週間に少なくとも一人の女性が、交際相手または元交際相手に

よって殺害されており、防止に基づくプログラムにおける好事例について特別報告者にご説明頂きたい。 

リヒテンシュタイン: 「フェミサイド監視機構｣に関して受けてきたフィードバックに関して Ms. 

Simomovic にご説明頂きたく、公的生活における女性に対する暴力が、21 世紀に入って未だに問題であ

るのはなぜかもお尋ねしたい。 

スペイン: ｢2030 アジェンダ｣は、ジェンダー暴力と開発との間の関連性を確立したが、スペインは、刑

事責任免除をなくすイニシャティヴを支援している。どうすれば沈黙を破ることができるのかパネリス

トの方々に尋ねる。 

ブラジル: フェミサイドの状況での特別報告者のデータの利用を歓迎し、世界と政府間レヴェルで、どの

ように国家はその努力を調整できるのかを含め、フェミサイド監視機構メカニズムのモダリティについ

て尋ねる。 

エストニア: 新しいメカニズムと条約に対する反対について特別報告者にお尋ねし、どうして新しい法的

に拘束力のある条約が、女性に対する暴力と取り組む効率的手段となるのかをご説明頂きたい。 

ノルウェー: どんな変化を起こすべきか、男性をどのように解決策の一部にすることができるのかに対す

る勧告においてもっと特化して頂きたくパネリストにお願いする。 

米国: データ収集が極めて重要であり、紛争状況での女性の保護を支持し、女性に対する暴力に関する行

動規範に何が含まれたのかについてお尋ねする。 

英国: ドメスティック・ヴァイオレンスに対処することが重要である。重なり合う形態の差別と人権侵害

の状況で、フェミサイドにいかに対処できるのか尋ねる。 

チェコ共和国: 欧州連合に同調し、女性に対する暴力に対処する努力に、ジェンダー固定観念とフェミサ

イド監視機構を含めたことを歓迎する。 

カナダ: 特別報告者の作業を歓迎し、ジェンダーに基づく暴力とそれが地域社会や一般社会全体に与える

影響が広がっていることを述べる。もっと多くのジェンダー分類データの必要性を強調し、「フェミサイ

ド監視機構」イニシャティヴを歓迎する。 

ポルトガル: 加盟国は、底辺にある原因と措置の進歩にどうすれば最もうまく対応できるのかを尋ねる。

モルディヴ: 国内のイニシャティヴを説明し、シェルターと保護命令に関する好事例の編集を歓迎し、サ

ヴァイヴァーの支援には限界があることを述べる。 

欧州連合: 殺害が増えているので、女性に対する暴力への対応において、もっと積極的になるよう国連に

要請する。特別法施行の専門知識と同様にもっと分類データが必要である。加盟国にとっての好事例に

ついて尋ねる。 

パレスチナ国: パレスチナの女性の状況は、悪化し続けており、入植地でさらに多くの女性が殺害されて

きた。こういった問題に対処するために、どんな措置を取ることができるのか尋ねる。 

デンマーク: 女性には、生活に完全に参画するもっと多くの機会が必要であり、最も効果的なアドヴォカ

シー・ツールと紛争地帯で何ができるのかについて尋ねる。 

スロヴェニア: 「フェミサイド監視機構」イニシャティヴを歓迎し、もっと効果的にこの問題に対処する

ために政府間作業部会を利用できるのではないか。「持続可能な開発目標｣の実施において女性に対する

暴力に対処するためにどんなことができるのか尋ねる。 

アルゼンチン: 極端な暴力との闘いに市民社会とその他の行為者はどのようにもっとかかわることがで

きるのか尋ねる。 
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ロシア連邦: 新しいツールを開発するよりもむしろ既存のツールを実施することに重点が置かれるべき

である。 

イスラエル: パレスチナによる「言葉の上での攻撃｣を嘆かわしく思い、パレスチナの女性の状況につい

て何ができるかを尋ねる。 
 

回答:  

Ms. Simonovic: 報告書は、フォローアップされる「生きた」報告書として見られるべきである。国内レ

ヴェルでの勧告の実施に重点を置くよう各国代表団に勧める。女性性器切除に関するチリの質問に答え

るが、フェミサイドに関するモデルが他の形態の女性に対する暴力に適用できるであろう。暴力を防止

するために何が必要とされるかを見るために、データが収集され、分析されなければならず、この点で、

好事例を編集しているところである。女性に対する暴力をめぐる沈黙は、様々なメカニズムを通して対

処される必要がある大きな問題であることを認める。最高のレヴェルでいかに協力を達成するかに関す

るブラジルの質問に対しては、これは各国代表団の手中にあり、私自身のモデルのモダリティは、状況

に合うように変えることができようと述べる。 

 実際的であり、結果を生む対応によって導かれるよう国際社会に要請する。法律学の問題に関しては、

裁判官と弁護士のための追加の教育は「きわめて必要とされる｣と考える。固定観念と暴力をどのように

測定するかに関しては、委員会が良い勧告を出してきた。｢アジェンダ 2030｣の実施において、国連ウィ

メンと国連麻薬犯罪事務所(UNODC)と協力しており、刑法の中に差別的慣行が隠れているので、刑事司

法制度との協力も重要であることを強調する。パレスチナとイスラエルの問題に関しては、報告書から

出てきた勧告に関して建設的対話を希望し、その状況で、市民社会の重要性を強調する。 
 

一般討論 

 タイ(G77/中国を代表)、ニジェール(アフリカ・グループを代表) 
 

 

10 月 10 日(月)午後 第 8 回会議 
 

議事項目 27(継続) 
 

一般討論(継続) 

  ドミニカ共和国(ラテンアメリカ・カリブ海諸国共同体(CELAC)を代表)、グァイアナ(カリブ海共同体

(CARICOM)を代表)、マレーシア(東南アジア諸国連合を代表)、欧州連合、米国、エジプト、パラグァイ、

クウェート、フィンランド、スイス、イスラエル、イタリア、ラオ人民民主主義共和国、インド、アル

ゼンチン、メキシコ、コロンビア、キューバ、ロシア連邦、チリ、マレーシア、リビア、ペルー、アラ

ブ首長国連邦、ヴェトナム、モロッコ、ブラジル、ケニア、ネパール、ノルウェー、シリア・アラブ共

和国、モルディヴ、リヒテンシュタイン、ホーリーシー 
 

 

10 月 11 日(火)午前 第 9 回会議 
 

議事項目 27(継続) 
 

一般討論(継続) 

  スワジランド(南部アフリカ開発共同体を代表)、エクアドル、スリランカ、テュニジア、ニカラグァ、

オランダ、イラン・イスラム共和国、イラク、コスタリカ、ジョージア、モルドヴァ共和国、ナミビア、

サウディアラビア、ザンビア、カタール、フィリピン、カザフスタン、ハイティ、トルコ、インドネシ

ア、ナイジェリア、ホンデュラス、南アフリカ、ブルキナファソ、オマーン、キルギスタン、ヨルダン、

カーボヴェルデ、ミャンマー、ドミニカ共和国、アフガニスタン、カナダ、エチオピア、オーストラリ

ア 
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10 月 11 日(火)午後 第 10 回会議 
 

議事項目 27(継続) 
 

一般討論(継続) 

  グァテマラ、タンザニア連合共和国、レバノン、アイスランド、セネガル、日本、ブルガリア、タジ

キスタン、リベリア、ガンビア、ギニア、パキスタン、韓国、ボリヴィア多民族国家、モーリタニア、

ラトヴィア、スーダン、リトアニア、パレスチナ国、ルワンダ、スペイン、シエラレオネ、バングラデ

シュ、ウクライナ、中国、ブルンディ、ニュージーランド、アルジェリア、ジャマイカ、朝鮮民主主義

人民共和国、バーレーン、フィジー、パラオ、国際赤十字委員会(ICRC) 
 

日本のステートメント(布柴靖枝特別代表): ジェンダー平等と女性のエンパワーメントは、女性の可能性

を最大限にします。よりかかわりのある社会とより強力な経済がこの領域の努力を通して実現できるし、

またそうであるべきであると信じています。 

 ジェンダー平等と女性のエンパワーメントにおける発展は、昨年、かなりの進歩を遂げました。この

業績は、北京+20 会議と「持続可能な開発 2030 アジェンダ｣の採択に負うところが大です。 

  この発展に従って、日本は、かなりの運動も達成しました。2015 年 3 月に、ジェンダー配慮と女性と

女児のエンパワーメントに特に重点を置いて、教育の分野で、今後 3 年にわたって、3 億 5,000 万ドルの

ODA を提供するという公約を発表いたしました。 

  日本は、2016 年 5 月に、「ジェンダー平等と女性のエンパワーメントのための開発戦略｣も導入いたし

ました。私たちは、インフラ開発、科学・技術・工学・数学教育、政治と公共サーヴィス、平和構築と

災害防止のような様々な分野で指導的役割を果たすよう世界中の女性を積極的に奨励し、支援いたしま

す。 

 さらに、昨年 5 月の G7 伊勢志摩サミットで、日本は、5 万人以上の女児のための改善された教育機会

のみならず、3 年にわたって約 5,000 名の女性公務員のための世界人的資源開発イニシャティヴを発表い

たしました。 

 世界は継続中の紛争で苦しんでいます。世界の難民・移動者・避難民の世界的数がこれまでになく増

加している時、こういった状況での女性と女児の脆弱性は、エスカレートし続けています。私たちはこ

のような状況にある女性の保護に絶えず注意していなければなりません。国際社会は、女性・平和・安

全保障(WPS)の間の相互関連性にますます重点を置かなければなりません。 

 この観点から、日本は、WPS に関する行動計画を着実に実施しております。日本は、7 月に、WPS

に関する国内行動計画についてのアジア太平洋地域シンポジウムをバンコクの国連ウィメンと共に共同

開催いたしました。私たちは、専門知識を交換し、その策定と効果的実施を含め、それぞれの国の行動

計画の状態を分かち合いました。このシンポジウムは、地域におけるまた地域全体の平和構築分野への

女性の参画の重要性に対する意識を大いに啓発いたしました。 

 社会の集団的努力があって初めて、「女性が輝く社会｣を確立できます。この目的で、2014 年以来毎年、

日本は、世界のトップ・クラスの女性指導者及びその他の関連利害関係者と共に、女性のエンパワーメ

ントの様々な側面を討議するために、東京で世界女性集会"WAW!"を開催してきました。 

 日本は「女性が輝く社会｣という目標に向けて市民社会や民間企業と共に、開発途上国のための支援と

協力を推進し続ける積りです。 
 

答弁権行使 

 インド: 女性の抑圧を制度化している国が、インドの女性の権利について主張するのは皮肉である。パ

キスタンは、何がその女性を苦しめているのか、その地位の向上を妨げているのかを調べるべきである。

インドの罪のない女性は、パキスタンの代理人が行うテロ行為に苦しんできた。 

 韓国: 朝鮮民主主義人民共和国が韓国政府に対して行った非難は「根拠のない」ものである。朝鮮民主

主義人民共和国の人権記録がこの国のことを語っている。軍事費に資金をつぎ込まないで、この国はそ

の国民の生計に投資するべきである。 

 パキスタン: いかに曖昧にしようとしても、ジャンム・カシミールにおけるインドの人権侵害を隠すこ

とはできない。この領土でのインドの軍事行動の結果、9 万人以上のカシミールの罪のない人々が亡くな

った。この紛争は、国連決議に従って解決されなければならず、パキスタンは、その努力においてイン

ドとの意味ある対話を歓迎することを強調する。 



10 

 

 朝鮮民主人民共和国: 本日の討論は女性の状況に重点があった。韓国の「恐ろしい」人権状況を説明す

るが、子どもと女性が虐待されてきた。朝鮮民主主義人民共和国の国民は、拉致され、独房に入れられ、

性的・心理的・身体的虐待を受けてきた。韓国はこの状況に対処しなければならない。 

 韓国: 根拠のない非難には対処する気はなく、朝鮮民主主義人民共和国には国際責務に応えるよう要請

する。 

 朝鮮民主主義人民共和国: 女性の地位の向上とは関係のない政治的議論を非難し、韓国には拘禁者の状

況を説明するよう求める。 
 

 

10 月 12 日(水)午前 第 11 回会議 
 

議事項目 27(継続) 
 

一般討論(継続) 

  トンガ、マダガスカル、エストニア、エリトリア、アゼルバイジャン、ルーマニア、エルサルヴァド

ル、トーゴ、国際赤十字赤新月社連盟(IFRC)、国際労働機関 
 

女性の地位向上の議事項目の下での 114 のステートメントの内容上位 10 
 

数 内容 数 内容 

88 女性に対する暴力1 36 開発2 

83 女性のエンパワーメント3 31 保健4 

56 ジェンダー平等5 28 女性差別6 

42 教育と訓練7 22 労働8 

38 法の整備 22 制度的メカニズム9 

 

答弁権行使 

 日本: 朝鮮民主主義人民共和国に応えるが、日本に対する主張は事実の誤解に基づくものである。 

 ロシア連邦: ウクライナのステートメントに応えるが、クリミアのロシア連邦との併合は、完全に国際

法に従って行われた。ウクライナのステートメントは、この問題とは何のかかわりもなく、どんな問題

でも政治利用できることを示している。百万人以上のウクライナ人が、南ウクライナでのテロ活動の始

まり以来、ロシア連邦に避難した。難民の数の計算方法を明確にするようウクライナに求める。 

 ウクライナ: ロシア連邦は、ウクライナに対する攻撃とは何の関係もないと他国を納得させようとした

が、これとは反対の事実が総会によって認められた。この会議室にいる誰も、ロシア人でさえも、完全

に事実を知っているのでこれを納得させる必要はない。クリミアでの紛争は、ロシア連邦によって完全

に支援され資金提供された。ウクライナは 180 万人の国内避難民を受け入れている。 

 朝鮮民主主義人民共和国: 日本による非難を拒否する。日本は、人道違反の犯罪と誘拐と虐殺、20 万

人の女性を帝国陸軍の性奴隷にしたといったような朝鮮人に対して行った犯罪を認めるべきである。さ

らに日本は、在日朝鮮人が故国に来ることを妨げることにより、家族の再統合を邪魔してきた。日本は

こういった人権侵害に対して謝罪しなければならない。 

 日本: 日本は政府の立場を繰り返し述べる。第二次世界大戦以来 70 年の間に、日本は人権と法の支配

を尊重する自由で民主的社会を築こうとしてきた。日本は、アジア太平洋地域の平和と繁栄を支援して

おり、これを続けるつもりである。 

                                                 
1 人身取引、ジェンダーに基づく暴力、ドメスティック・ヴァイオレンス、被害者支援、女性性器切除等。 

2 「持続可能な開発目標」、「持続可能な開発 2030 アジェンダ」、持続可能な開発、「誰も取り残さない」等。 

3 意思決定への参画、経済的エンパワーメント、地位の向上、リーダーシップ、機会均等等。 

4 妊産婦保健、産科フィステュラ、性と生殖に関する健康と権利、HIV 母子感染、家族計画等。 

5 男性・男児の参画、「持続可能な開発目標 5」、ジェンダー同数等。 

6 重複し重なり合う差別、｢女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約｣とその「選択議定書」等。 

7 高等教育、初等・中等教育のジェンダー同数、識字教育、女児の教育等。 

8 雇用、失業、労働力参加、無償労働、機会の平等等。 

9 女性の地位向上のための多国間メカニズム、国内行動計画等。 
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 朝鮮民主主義人民共和国: 日本は、過去の犯罪を覆い隠そうとしないで、その責任を認めるべきである。 

 ロシア連邦: ウクライナは、領土の保全の問題ではなく女性の地位の向上に捧げられるこの討論を政治

利用することを止めるよう要請する。 

 ウクライナ: ウクライナはこの非難を否定し、ウクライナの領土の保全に関する 2014 年採択の総会決

議 68/262 に注意を引く。すべての国家は国連の規則にコミットしており、従って、ロシア連邦にはその

規則に従い、そのコミットメントに沿って行動するよう要請する。 
 

 

10 月 12 日(水)午後 第 12 回会議 
 

議事項目 64: 子どもの権利の推進と保護、(a)子どもの権利の推進と保護、(b)子ども特総の成果のフォロ

ーアップ 
 

提出文書 

1. 子どもの権利委員会報告書(A/71/41) 

2. 子どもと武力紛争のための事務総長特別代表報告書(A/71/205) 

3. 子どもに対する暴力に関する事務総長特別代表報告書(A/71/206) 

4. いじめからの子どもの保護に関する事務総長報告書(A/71/213) 

5. 子ども結婚、早期・強制結婚に関する事務総長報告書(A/71/253) 

6. 子ども保護に関する国連システム内の協働に関する事務総長報告書(A/71/277) 

7. 子どもに関する特別総会の成果のフォローアップに関する事務総長報告書(A/71/175) 

8. 子どもの売買、子ども買春、子どもポルノに関する事務総長メモ(A/71/261) 
 

議題紹介ステートメント 

1. Leila Zerrougui 子どもと武力紛争のための事務総長特別代表 
  

 質問: スペイン、米国、リヒテンシュタイン、テュニジア、カタール、スロヴェニア、リトアニア、南

アフリカ、オーストラリア、メキシコ、コロンビア、スイス、オーストリア、ロシア連邦、イェーメン、

シリア・アラブ共和国、エストニア、ドイツ、ノルウェー、スーダン、欧州連合、コスタリカ、ポルト

ガル、アルジェリア、ニュージーランド、エリトリア、アゼルバイジャン、パレスチナ国 
 

2. Maria Santos Pais 子どもに対する暴力に関する事務総長特別代表 
 

 質問: ブラジル、スペイン、エストニア、欧州連合、メキシコ、スイス、ポルトガル、カタール、オー

ストリア、チリ、ノルウェー、スロヴェニア、タイ、米国、コスタリカ、モルディヴ、英国、モロッコ、

サウディアラビア、コロンビア 
 

3. Omar Abdi 国連子ども基金副事務局長 
 

 

10 月 13 日(木)午前 第 13 回会議 
 

議事項目 64(a)(b)(継続) 
 

議題紹介ステートメント(継続) 

4. Charles Radcliffe 国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)平等と非差別課課長: 子ども結婚、早期・強制

結婚に関する事務総長報告書を紹介する。開発と人権の優先事項として、子ども結婚、早期・強制結婚

を根絶する必要性に対する世界的認識は、「持続可能な開発目標｣に明確なターゲットを含めたことによ

り例証された。報告書は、女児と男児の法的婚姻年齢の根強い差と比較的低い年齢がしばしば慣習的ま

たは宗教的婚姻に認められている複数の法制度の婚姻規定における差異を指摘している。土地へのアク

セス、離婚及び後見へのアクセスのような領域の差異をなくすためのイニシャティヴがほとんどないこ

とが報告書提出の際に論じられてきた。 

 子ども結婚、早期・強制結婚とうまく取り組むには、証拠に基づいて十分に定義され、権利に基づい

た地方的に関連する包括的戦略に向けた小規模イニシャティヴを超えること及び法的・政策的措置を含
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めることが必要である。包括的戦略には、適切な人材、技術的・財政的資源が必要であり、とりわけ女

性と女児のかかわりを得て、地方・地域・国内レヴェルと教育、保健、司法、社会福祉のようなセクタ

ーにわたって調整されるべきである。子ども・強制結婚への権利に基づく取組みは、結婚が遅らされる

のみならず女児と女性の選択肢が婚姻を超えて拡大される未来に向けて活動するために極めて重要であ

る。 
 

5. Benyam Dawit Mezmur 子どもの権利委員会(CRC)議長 
 

 質問: 欧州連合、メキシコ、アイルランド 
 

6. Maud de Boer-Buquicchio 子どもの売買、子ども買春、子どもポルノに関する特別報告者: 子どもは、

戦争や武力紛争中に、強制労働のために売られたり、人身取引されたりすることに特に脆弱である。子

どもたちは、ナイジェリアで性奴隷や強制労働のためにボコ・ハラムによって誘拐されてきた。ヤジデ

ィ女児は、性奴隷と強制家事労働のためにイラクの奴隷市場で ISIL/デーシュによって売られてきた。最

近では、4 月に、159 名の子どもがエチオピアのガンベラ地域で誘拐され、そのうちの 68 名が未だに行

方不明である。子どもたちは、農業、製造業、強制乞食、強制的な犯罪活動及び奴隷結婚を含めた様々

なその他のセクターで売られて、強制的に働かされてきた。最近の世界推定で、550 万人の子どもたち

が強制労働の被害者で、女児が総計の大きな割合を占めていることがわかった。 

 強制労働のための子どもの売買と闘う際に、国家は仲介の慣行を規制しなければならない。ディーセ

ント・ワークの条件のための公正な募集プロセスを推進し、監視し、労働搾取のための仲介者の子ども

の引き渡しと売買を抑制することがそのような規制にとって極めて重要である。効果的で十分に資金を

与えられた労働検査が、極めて重要であり、強制労働は搾取状況の一部であるので、労働検査官は、民

間の家屋に予告なしで立ち入ることを通して監視するものとされている。子ども労働が生産で用いられ

ていないことを保障するために、品物の生産に社会的レッテルまたは証明書を提供することにより、検

査ギャップを埋めることを目的とするイニシャティヴもある。売られて強制労働に関わっている子ども

たちは、しばしば孤立させられており、警察を信用せず、報復を恐れ、身分証明書を欠いている。その

結果、子どもに優しい司法と矯正措置へのアクセスが必要である。 
 

 質問: 欧州連合、米国、南アフリカ、スロヴェニア、メキシコ、ナイジェリア、ジョージア、ロシア連

邦、英国、モロッコ 
 

Ms. De Boer de Buguicchio の回答: 適切な法的対応と説明責任を策定する時、人身取引と強制労働との

間を区別することが重要である。法律は明確でその範囲が定義されていなければならない。被害者はた

とえ犯罪活動に加わっていたとしても罰せられてはならない。すべての関連国際人権メカニズムを考慮

に入れると、国際労働機関(ILO)との協力が極めて重要である。用語の定義は、その適切な使用に関する

ガイドラインに沿って開発されている。ポルノという用語の使用に関しては、特別報告者のマンデート

の更新中に対処されることを希望する。 

 この用語は不適切であるかも知れず、子ども虐待の方がより適切であろう。同じ配慮が、子ども買春

という用語にしようにも当てはまる。子どもは自分から売春するのではなく、そう矯正されているので

ある。移動に関しては、人身取引、子どもの売買及び強制労働の関連する問題も考慮に入れて、関連法

文書への子どもの権利の統合に対する希望を表明する。苦情申し立てメカニズムと矯正策は、子どもに

優しく容易くアクセスできるものでなければならず、子どものためのオンブズマンの創設が有用であろ

う。民間セクターとのパートナーシップに関しては、より強力な監督、監視、公表されない評価を奨励

する。 
 

一般討論 

 ドミニカ共和国(ラテンアメリカ・カリブ海諸国共同体を代表)、ニジェール(アフリカ・グループを代

表)、バルバドス(ラテンアメリカ・カリブ海諸国共同体(CELAC)を代表)、ミャンマー(東南アジア諸国連

合(アセアン)を代表)、ジンバブエ(南部アフリカ開発共同体(DADC)を代表)、欧州連合、米国、エジプト、

パラグァイ、スイス、ポーランド、南アフリカ、イタリア、アルゼンチン、メキシコ、コロンビア、キ

ューバ、ロシア連邦、ニカラグァ、リビア、ペルー、ヴエトナム、テュニジア、アラブ首長国連邦、ブ

ラジル、ケニア、ノルウェー、シリア・アラブ共和国、リヒテンシュタイン、モルディヴ、スリランカ、
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スペイン、ザンビア、ホーリーシー、チリ、タイ、シンガポール、イスラエル、トルコ、クロアチア、

コスタリカ、ラオ人民民主主義共和国、カナダ、イラク、ナイジェリア、エチオピア 
 

 

10 月 14 日(金)午前 第 15 回会議 
 

議事項目 64(a)(b)(継続) 
 

一般討論(継続) 

 カメルーン、モナコ、グァテマラ、ジョージア、モロッコ、ハイティ、サウディアラビア、インド、ス

ーダン、キルギスタン、エリトリア、ブルキナファソ、ドミニカ共和国、タンザニア連合共和国、イン

ドネシア、アイスランド、日本、レバノン、パナマ、ミャンマー、イラン・イスラム共和国、東ティモ

ール、韓国、バーレーン、クウェート、フィリピン、ルワンダ、アルジェリア、ジャマイカ、トンガ、

マダガスカル、フィジー、ブルガリア、バングラデシュ、ギニア、コンゴ共和国、ボツワナ 
 

日本のステートメント(布柴靖枝特別顧問): 国際社会の最も重要な使命の一つは、子どもたちが恐れや恐

怖なしに成長できる世界を創造することです。 

 我が国は、子どもにとってより良い社会を築くための措置に関わってきました。本日の私のステート

メントで、教育、武力紛争、貧困という 3 つの点に重点を置きたいと思います。  

 教育は子どもにとって極めて重要です。教育は子どもをエンパワーし、彼らが尊厳を持って未来の生

活を営むことができるようにします。悲しいことに、現在世界中で、子どもたちには、経済的・文化的・

または安全保障の理由から、適切な学校教育へのアクセスがほとんどないかまたは全くありません。 

 私たちは、教育の分野での国際協力に重点を置いておりますので、日本は、2015 年 9 月に、「平和と

成長のための学習戦略｣を発表いたしました。教育機会におけるジェンダー平等の重要性を認めて、日本

は特に女児に教育を施すことに重点を置いております。 

 例えば、私たちは、早期結婚と妊娠が教育を修了することを妨げているタンザニアで、女児の中学校

を建設することを支援しております。日本は、ネパールとマラウィで、中・高等学校のための女児の寄

宿舎を建設することに向けて支援も提供しております。私たちは、このプロジェクトが、女子学生の中・

高等学校の修了率を改善することを希望しております。 

 紛争は、健全な発達のための貴重な時間と環境を子どもたちから奪っており、子どもたちを様々なや

り方でトラウマ化しております。私は、115,000 名以上の子ども兵士の軍または武装集団からの解放のよ

うな、子どもと武力紛争のための事務総長特別代表事務所によってなされた進歩を歓迎します。それで

もこの子ども兵士の課題には、国際社会のたゆまぬ努力が必要です。 

 日本は、アフリカ諸国の武装集団からの子どもたちの釈放と再統合を支援しているユニセフを通して

このプログラムに資金を提供しています。アフリカ、中東、アジア全体で子ども兵士の再統合と武力紛

争の最中にある子どもたちの保護とエンパワーメントのために過去 3 年にわたって総計 600 万ドルを寄

付してきました。私たちはそのような支援を提供し続けることにコミットしております。 

 子どもの貧困の問題は、最近我が国で社会問題になってきております。日本では、子どもたちは、社

会の平均所得の半分以下で暮らすという条件である相対的貧困の状態にあります。この問題に対応する

ために、2014 年 8 月に、子どもの貧困と闘うための政策概要を設けました。これには、教育支援、保護

者のための就職支援、子どもの貧困についての調査の継続が含まれております。 

 私たちは、独り親家庭や子どもの多い家庭のような特に困難な状況にある家庭のために、状況に特化

して、すべての困っている家庭に十分な行政サーヴィスを提供しております。さらに、雇用の安定を通

して、独立性の重要性を認識して、政府は、雇用や育児支援のような包括的な支援を実施しております。 

 日本は、子どもの権利の国際的推進と保護の土台として、「子どもの権利に関する条約」を評価してお

ります。私と同様に、かつては第 3 委員会への日本政府特別顧問を務められました大谷美紀子氏が、来

年から子どもの権利委員会の新委員となられますことを確認して喜んでおります。最後に、我が国は、

他の国々や市民社会との協力をさらに強化することにより、子どもの権利を推進する努力を惜しまない

つもりです。 
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10 月 14 日(金)午後 第 16 回会議 
 
 

議事項目 64(a)(b)(継続) 

 

一般討論(継続) 

  エリトリア、ウクライナ、パレスチナ国、エルサルヴァドル、パラオ、マレーシア、トーゴ、アゼル

バイジャン、モザンビーク、アルメニア、中央アフリカ共和国、中国、ジンバブエ、セネガル、アンゴ

ラ、サモア、国際赤十字委員会(ICRC)、マルタ騎士団、国際赤十字赤新月社連盟、国際労働機関(ILO) 
 

答弁権行使 

  イスラエル: 委員会のアジェンダを進める代わりに、パレスチナ代表は、イスラエルに対して根拠のな

い非難をし、憎悪とそそのかしのメッセージを送った。こういった非難は、地域が直面している核心と

なる課題に国際社会を近づけることにはならないであろう。 

 ロシア連邦: ショージアとウクライナのステートメントに応えるが、アブカジアとオセチアの主権国家

との直接対話で子どもの権利を含めた問題を討議するようジョージア当局に要請する。ウクライナに対

しては、ロシア連邦へのクリミアの併合は、国際法に従ったものであったことを想起する。こういった

出来事は、歴史的性質のもので、クリミアの人々の意思に従ったものである。ロシア連邦は、クリミア

で暮らしている人々の生活を改善するためにかなりのことをしてきた。ウクライナ代表による政治的ス

テートメントは、ウクライナ国内の人権侵害から注意をそらそうとする試みである。 

 アゼルバイジャン: アルメニアの申し立てを拒否し、アゼルバイジャンのステートメントは子どもに重

点を置いたものであったがアルメニアのステートメントはアゼルバイジャンに重点を置いたものであっ

たことを述べる。アルメニア代表は、高齢者の殺害について述べるのなら、別の議事項目を選ぶことが

できたであろう。現実はアゼルバイジャンの領土が占領されており、総会や理事会の決議がアルメニア

によって無視されたということである。アルメニア政府は、シリアから来たアルメニア人を占領地域に

再定住させた。アルメニアには最近の軍事活動とアルメニアの役人がある地域で何をしているのかを尋

ねる。もしアルメニアが平和に関心があるのなら、アゼルバイジャンの被占領地域から軍を撤退させる

ことで十分であろう。紛争はアゼルバイジャンの主権と領土の保全を通して初めて解決できるので、ア

ルメニアはその挑発を止めるべきである。 

 アルメニア: アゼルバイジャンによる非難を拒否し、アゼルバイジャンの目標は、ナゴルノ・カラバフ

の人々の皆殺しであることを述べる。アゼルバイジャンの攻撃は、軍事的解決の持続不可能性を示した。

既存の協定に従って、平和的解決が見出されなければならない。 

 パレスチナ国: イスラエル代表は、「歪められた」現実を示したが、イスラエルが行っている戦争犯罪

を無視することは、人権と自決権の完全な否定となる。イスラエルが犯した人権侵害には長いリストが

ある。イスラエル政府が表明した見解は、非人間的であり、占領軍の真の性質を示した。あらゆる攻撃

を止めにければならないことを強調し、すべての子どもに対する人権侵害を非難する。 

 ウクライナ: クリミアの歴史と状況の全体像を示し、文書化されている、クリミアを攻撃するとのロシ

ア大統領の早期の計画に注意を引く。ロシア代表は、クリミアの状況に関して矛盾するステートメント

を行った。 

 ジョージア: ジョージアの非占領地域の子どもたちは、母国語のジョージア語で教育を受ける権利を剥

奪されており、占領地域で暮らしているジョージア人は差別され、いじめを受けている。国際的な監視

がないということは、ロシア連邦には何ら信憑性がないことを意味する。紛争には 2 つの当事者があり、

それは自衛するジョージアとロシアの攻撃である。 

 アゼルバイジャン: アゼルバイジャンの被占領地で、アルメニア軍によって野蛮行為が行われ、アルメ

ニアの高官は、その殺戮に対する責任を認めた。アルメニア大統領は、アゼルバイジャンの文民の死傷

に対して遺憾とは思っていないと述べた。 

 アルメニア: 自決権に関する限りでは、アゼルバイジャンは、自決権が、ナゴルノ・カラバフ地域の解

決の一部であるべきであることを認めた。アルメニアは、アゼルバイジャンがナゴルノ・カラバフ地域

に関連する休戦に関する間違った申し立てを出してきたことに驚いていない。 
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10 月 17 日(月)午前 第 17 回会議 
 

議事項目 65: 先住民族の権利、(a)先住民族の権利、(b)世界先住民族会議として知られている総会高官本

会議の成果文書のフォローアップ 
 

提出文書 

1. 国連先住民族任意基金の状態に関する国連人権高等弁務官報告書を伝える事務総長メモ(A/71/228) 

2. 先住民族の権利に関する特別報告者報告書を伝える事務総長メモ(A/71/229) 
 

議題紹介ステートメント 

1. Javier Herbabdez Vakebcua 国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)上級人権担当官 

2. Victoria Tauli-Corpuz 先住民族の権利に関する特別報告者 
 

 質問: スペイン、米国、メキシコ、コロンビア、カナダ、欧州連合、インド、モロッコ、ノルウェー、

ブラジル、デンマーク、タンザニア連合共和国 
  

 回答: Ms. Tauli-Corpuz 
 

一般討論 

 ドミニカ共和国(ラテンアメリカ・カリブ海諸国共同体(CELAC)を代表)、ベリーズ(カリブ海共同体

(CARICOM)を代表)、メキシコ(先住民族友好国グループを代表)、欧州連合、デンマーク(北欧諸国を代

表)、米国、ペルー、フィリピン、メキシコ、コロンビア、キューバ、ロシア連邦、南アフリカ、ボリヴ

ィア多民族国家、パラグァイ、ホーリーシー、グァテマラ、コスタリカ、カナダ、日本、タンザニア連

合共和国、中国、イラン・イスラム共和国 
 

日本のステートメント(布柴靖政府特別顧問): 昨年採択の「持続可能な開発 2030 アジェンダ｣の下で誰も

取り残さないために、私たちは、先住民族を含めたすべての人々の基本的人権を尊重し、彼らの社会へ

の参画を推進する努力を強化する必要があります。 

 日本では、アイヌと称する先住民族が、日本列島の北部、特に北海道で暮らしています。アイヌには

ユニークな言語があり、独自の宗教と文化があります。日本政府とアイヌの代表者が、教育、その文化

の再活性化、産業開発の推進を含めた様々な問題に対処する包括的で効果的な措置を議論するために集

まっています。 

 これに応えて、政府は、例えば「民族調和のための象徴的スペース」という名のアイヌ文化再活性化

のための国立センターの設立のような様々なイニシャティヴを実施し始めています。この「象徴的スペ

ース｣は、その核心に国立博物館と公園を有し、湖と森に囲まれることを計画しています。消滅の危機に

ある言語と伝統工芸を含めたアイヌ文化遺産の後継者を再活性化し、訓練するために、「象徴的スペース｣

は、アイヌ語学クラスとアイヌ文化に関する短期滞在レッスン・プログラムのような様々なプログラム

を提供することが期待されています。さらに、「象徴的スペース｣は、アイヌ人の遺骨を保存し祭る記念

ホールも持つことになるでしょう。日本政府は、2020 年に「象徴的スペース」を一般公開しようと一生

懸命になっております。 

 一つトピックを挙げれば、文化の復活に関してアイヌの人々との信頼に基づく対話が、あらゆる人々

の多様性が尊重され、誰も差別されることのない社会を達成することに寄与するものと信じております。

この目的で、日本政府は、アイヌの人々との敬意ある対話に関わり続けます。 

「国連先住民族権利宣言」と先住民族世界会議の成果文書に導かれて、日本は、国際社会と協力して、

先住民族が直面している問題にかかわり続けます。 
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10 月 17 日(月)午後 第 18 回会議 
 

議事項目 65(a)(b)(継続) 
 

一般討論(継続) 

  ウクライナ、アルジェリア、フィジー、マレーシア、ニュージーランド、ブラジル、ネパール、食糧

農業機関(FAO)、国際労働機関(ILO)、エクアドル 
 

答弁権行使 

 ロシア連邦: ウクライナに応えるが、人権侵害は全て捜査される。ウクライナは、どうして 20 年もタ

タール人の権利を無視してきたのか説明するべきである。ウクライナ政府は、問題の中でも犯罪と教育

困難を調べることに乗り気ではなかった。ウクライナはタタール人を日和見主義的な政治目的に利用し

ていたことを強調する。 

 ウクライナ: クリミアでの人権問題を列挙した国連の監視報告書を引用するが、結社の基本的自由が制

限され、反対派の声は沈黙させられてきた。準軍事集団が行う人権侵害は処罰されないままである。 
 

 

10 月 18 日(火)午前 第 19 回会議 
 

議題 68: 人権の推進と保護、(a)人権条約の実施、(d)「ウィーン宣言と行動計画」の包括的実施とフォロ

ーアップ 
 

提出文書 

1. 人権委員会報告書(A/71/40) 

2. 拷問禁止委員会報告書(A/71/44) 

3. 移動労働者とその家族の権利保護委員会(A/71/48) 

4. 人権条約機関制度の状態に関する事務総長報告書(A/71/118) 

5. 拷問及びその他の非人間的または品位を落とす扱いまたは懲罰禁止条約の選択議定書により設立され

た特別基金に関する事務総長報告書(A/72/268) 

6. 現代の形態の奴隷制度に関する国連任意信託基金に関する事務総長報告書(A/71/272) 

7. 拷問被害者のための国連任意基金に関する事務総長報告書(A/71/289) 

8. 人権条約の実施に関する人権条約機関議長報告書を伝える事務総長メモ(A/72/220) 

9. 拷問及びその他の残酷かつ非人間的または品位を落とす扱いまたは懲罰に関する特別報告者の中間報

告書を伝える事務総長メモ(A/71/298) 

10. 拷問及びその他の残酷かつ非人間的または品位を落とす扱いまたは懲罰防止に関する小委員会の第

9 回年次報告書を伝える事務総長メモ(A/71/341) 
 

議題紹介ステートメント 

1. Ibrahim Salama 国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)人権条約部部長 
 

 質問: エジプト、ガーナ(アフリカ・グループを代表)、モロッコ、ベルギー(オーストラリア、オースト

リア、ブルガリア、カナダ、チリ、コスタリカ、クロアチア、デンマーク、フィンランド、ジョージア、

ギリシャ、アイスランド、イラク、ラトヴィア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルグ、

メキシコ、ニュージーランド、ノルウェー、パナマ、パラグァイ、ポーランド、スロヴァキア、スロヴ

ェニア、スウェーデン、スイス、英国、ウクライナを代表) 
 

  Mr. Salama の回答 
 

2. Jens Modvig 拷問禁止委員会議長 
 

 質問: デンマーク、欧州連合、イラク、英国 
  

 Mr. Modvig の回答 
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3. Malcolm Evans拷問及びその他の残酷かつ非人間的または品位を落とす扱いまたは懲罰防止小委員会

議長 
  

 質問: スイス、英国、欧州連合、チェコ共和国、デンマーク 

  

 Mr. Evans の回答 
 

4. Juan E. Mendez 拷問及びその他の残酷かつ非人間的または品位を落とす扱いまたは懲罰に関する特

別報告者 
 

 質問: 英国、アルゼンチン、米国、トルコ、リヒテンシュタイン、インドネシア、デンマーク、イラン・

イスラム共和国、南アフリカ、欧州連合、スイス、ノルウェー、バーレーン、チリ、バレスチナ国 
 

5. Fabian Salvioli 人権委員会議長 
 

 質問: アルゼンチン、欧州連合、リヒテンシュタイン、ポーランド 
 

 Mr. Salvioli の回答 
 

答弁権行使 

 エジプト: 他国からのコメントに応えて、公平であり依怙贔屓をせず、政治利用を避ける必要性を強調

する。これらコメントはエジプトの裁判所で係争中の事件に言及したが、国内法と相当の手続きを尊重

するよう第 3 委員会に要請する。この事件で引用された NGO は、NGO として登録されていないことも

述べる。 
 

10 月 18 日(火)午後 第 20 回会議 
 

議事項目 68(a)(d)(継続) 
 

議題紹介ステートメント 

6. Waleed Sadi 経済的・社会的・文化的権利委員会議長 

  

 質問: ポーランド、欧州連合、ポルトガル(ウルグァイも代表)、ニュージーランド 
 

 Mr. Sadi の回答 
 

一般討論 

 アンティグア・バーブダ(カリブ海共同体(CARICOM)を代表)、欧州連合、ニュージーランド(オースト

ラリア、カナダ、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー、スイスも代表)、メキシコ、キュー

バ、ロシア連邦、テュニジア、パキスタン、ナミビア、イラク、チリ、インド、ナイジェリア、ザンビ

ア、南アフリカ、アフガニスタン、キルギスタン、日本、モンゴル、イラン・イスラム共和国、タジキ

スタン、中国、ブルキナファソ、バングラデシュ、ウクライナ、フィジー、ニカラグァ 
 

日本のステートメント(布柴靖枝政府特別顧問): それぞれの国の人権と基本的自由は、平和で安定した繁

栄する国際社会の礎です。人権と基本的自由を保護することは、すべての国の最も基本的な責務であり

ます。国際社会も全体としてかかわらなければなりません。 

 このことに基づいて、日本は、多国間フォーラムを通しても、2 国間対話を通しても国際社会にとって

懸念される人権問題を解決し、改善するために貢献を続けてきました。 

 人権理事会と人権条約機関は、加盟国が主要な人権条約を批准するよう推進し、その実施を確保する

ことにより、人権状況を改善する際に重要な役割を果たしています。それぞれの国が対話と協力を通し

て人権状況を改善するよう奨励する普遍的定期的レヴューの特別な役割を強調したいと思います。条約

機関の定期報告書の検討は、重要な実施メカニズムとして役立っています。 

 今年 2 月に、日本の第 7 回・8 回合同定期報告書が、女子差別撤廃委員会によって検討されました。

日本代表団は、委員会との建設的で実り多い対話に関わりました。日本は、「女性が輝く社会｣を設立す
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るために、私たちが有しているいくつかの特別措置が実施されつつあることを紹介いたしました。それ

らは、例を挙げれば、女性のエンパワーメントに関連する法的枠組みと世界女性集会(WAW!)主催のよう

な、国際的努力であります。他の委員会では、日本は、6 月に障害者権利委員会に、7 月には強制失踪委

員会に定期報告書を提出しました。 

 委員会からの勧告のフォローアップへの日本のかかわりの例を一つ紹介させてください。人権委員会

と人種差別撤廃委員会からの勧告を受けた後で、日本の国会は、5 月にヘイト・スピーチと闘うための法

案を可決しました。この法案は、民族性または国籍に基づくあらゆる排除を禁止し、政府及び地方自治

体には、差別的行為と闘う責任があると規定しています。日本政府は、ヘイト・スピーチの問題とすべ

ての人々の人権が尊重される社会を築くために多様性を受け入れることの重要性に対する意識を積極的

に啓発していくつもりです。 

人権条約機関は、人権を保証するための大変に重要な制度であり、その効果を強化し、改善すること

が極めて重要です。事務総長の報告書によれば、委員会の作業の効果は、総会決議 68/268 の実施を通し

て改善されております。日本政府は、委員会のたゆまぬ努力といくつかの業績を高く評価しております。

しかし、私たちは、簡素化された報告手続きのような様々な措置によって高い効率性が達成されること

を期待しております。日本は、アジア太平洋地域で開催された定期報告書に関する能力開発訓練も歓迎

しております。私たちは、そのような努力が、それぞれの加盟国の人権状況をさらに改善することに寄

与するものと期待しております。 

日本は、国連を含めたすべてのパートナーとの協力を通して、国内的にも国際的にも人権の推進と保

護のために努力を継続するつもりであることを繰り返させてください。 
 

 

10 月 19 日(水)午前 第 21 回会議 
 

議事項目 68(a)(d)(継続) 
 

一般討論(継続) 

 コロンビア、モロッコ、ボツワナ、アゼルバイジャン、カザフスタン、アルジエリア、国際労働機関 
 

 

10 月 19 日(水)午後 第 22 回会議 
 

議事項目 68: 人権の推進と保護、(b)人権と基本的自由の効果的享受を改善するための代替取組みを含め

た人権問題、(c)人権状況及び特別報告者と代表の報告書 
 

議題紹介ステートメント 

1. Zeid Ra’Ad Al Hussein 国連人権高等弁務官 
 

 質問: 米国、中国、イラン・イスラム共和国、エリトリア、アイルランド、コロンビア、ベラルーシ、

ブラジル、カナダ、ルーマニア、ロシア連邦、インドネシア、日本、英国、ラトヴィア、リビア、カタ

ール、アルゼンチン、パレスチナ国 
 

 Mr. Al Hussein の回答 
 

 質問: 欧州連合、リヒテンシュタイン、ノルウェー、オーストラリア、カメルーン、キューバ、イラク、

朝鮮民主主義人民共和国、メキシコ、エジプト、アゼルバイジャン、韓国、ヴェネズエラ・ボリヴァリ

アン共和国、コスタリカ、アルジエリア、ガーナ(アフリカ諸国を代表)、スーダン、シリア・アラブ共和

国、モロッコ 
 

  Mr. Al Hussei の回答 
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10 月 20 日(木)午前 第不赤井会議 
 

議事項目 68(b)(c)(継続) 
 

議題紹介ステートメント(継続) 

2. Andrew Gilmour 人権事務総長補・人権高等弁務官ニューヨーク事務所長 
 

 質問: モロッコ、欧州連合、アゼルバイジャン 
  

 Mr. Gilmour の回答 
 

3. Daniela Bas 経済社会問題局社会政策・開発部部長 
 

4. Juan Pablo Bohoslavsky 国家の外国負債とその他の関連国際財政責務が人権、特に経済的・社会的・

文化的権利の完全享受に与える影響に関する独立専門家 
 

 質問: モロッコ、イラン・イスラム共和国 
 

 Mr. Bohoslavsky の回答 
 

5. Idriss Jazairy 一方的強制措置が人権の享受に与える否定的影響に関する特別報告者 
 

 質問: キューバ、スーダン、アルジェリア、ヴェネズエラ・ボリヴァリアン共和国(非同盟運動を代表)、

ロシア連邦、モロッコ、イラン・イスラム共和国、イスラエル、パレスチナ国 
 

 Mr. Jazairy の回答 
 

6. Maina Kiai 平和的集会と結社の自由への権利に関する特別報告者 
 

 質問: 米国、英国、コロンビア、スイス、イラン・イスラム共和国、欧州連合、チェコ共和国、インド

ネシア、ノルウェー、エチオピア、カタール 
 

 Mr. Kiai の回答 
 

 

10 月 20 日(木)午後 第 24 回会議 
 

議事項目 68(b)(c)(継続) 
 

議題紹介ステートメント(継続) 

7. Zamir Akram 開発への権利に関する作業部会議長・報告者 
 

 質問: ヴェネズエラ・ボリヴァリアン共和国(非同盟運動を代表)、キューバ、中国、イラン・イスラム

共和国、パキスタン、モロッコ、南アフリカ、エリトリア、インド、欧州連合 
 

 Mr. Akram の回答 
 

8. Pavel Sulayandziga 人権と多国籍企業及びその他の起業の問題に関する作業部会議長 
 

 質問: ロシア連邦、米国、メキシコ、ブラジル、スペイン、スイス、モロッコ、南アフリカ、ノルウェ

ー、英国、カメルーン、パレスチナ国 
 

 Mr. Sulayandziga の回答 
 

9. Alfred-Maurice De Zayas 民主的で公正な国際秩序に関する独立専門家 
 

 質問: パキスタン、モロッコ、ジンバブエ 
 



20 

 

 Mr. De Zayas の回答 
 

答弁権行使 

 朝鮮民主主義人民共和国: 「南朝鮮｣は、我が国の女性を何カ月も拘禁しているが、これは甚だしい人

権侵害である。誰が我が国に「核開発｣を強いてきたのか修辞的に尋ねるが、答えは、それは米国である

ということになる。このような政治状況で、我が国には他に選択肢はない。南朝鮮は、そのみじめな人

権状況を改善し、女性を返すべきである。 

 韓国: ステートメントは「根拠のない」ものであり、かの国の人権記録がおのずと語っていることであ

る。言及された「北朝鮮」労働者は、自らの意思で脱北したのであり、人道的根拠で認められたのであ

る。何人もの「北朝鮮人｣が、人間の尊厳と自由を求めて朝鮮民主主義人民共和国を逃れており、脱北者

の数 3 万人がその証拠である。 

 朝鮮民主主義人民共和国: 韓国によるそのような政治的申し立てを拒否し、もし自分の意思で脱北した

のなら、どうして報道関係者との接触を否定されてきたのか尋ねる。彼らは即座に家族のもとへ返され

るべきである。 
 

 

10 月 21 日(金)午前 第 25 回会議 
 

議事項目 68(b)(c)(継続) 
 

議題紹介ステートメント(継続) 

10. Javier Fernandez Valencia 人権高等弁務官事務所代表(Monica Pinto 裁判官と弁護士の独立独立性

に関する特別報告者の代理) 
 

11. Agnes Callamard 司法外、即決または恣意的刑の執行に関する特別報告者 
 

 質問: キューバ、シンガポール、オーストラリア、メキシコ、イラン・イスラム共和国、イラク、リヒ

テンシュタイン、フランス、カナダ、パプアニューギニア、エジプト、カメルーン、中国、フィリピン、

欧州連合、パレスチナ国 
 

 Ms. Callamard の回答 
 

12. Ben Emmerson テロ対策中の人権と基本的自由の推進と保護に関する特別報告者 
 

 質問: モロッコ、メキシコ、イラン・イスラム共和国、ブラジル、米国、イラク、オランダ、英国、ト

ルコ、スイス、欧州連合 
 

 Mr. Emmerson の回答 
 

 

10 月 21 日(金)午後 第 26 回会議 
 

議事項目 68(b)(c)(継続) 
 

議題紹介ステートメント(継続) 

13. Michel Forst 人権擁護者の状況に関する特別報告者 
 

 質問: ノルウェー、メキシコ、米国、英国、スイス、コロンビア、イラン・イスラム共和国、ロシア連

邦、スロヴェニア、オランダ、スペイン、ブラジル、アイルランド、カナダ、チェコ共和国、ポーラン

ド、フランス、モロッコ、カメルーン、欧州連合 
 

 Mr. Forst の回答 
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14. David Kaye 意見と表現の自由への権利の推進と保護に関する特別報告者 
 

 質問: 米国、イラン・イスラム共和国、ラトヴィア、メキシコ、オーストリア、インドネシア、イラク、

チェコ共和国、ロシア連邦、リトアニア、ポーランド、キューバ、英国、ブラジル、ノルウェー、デン

マーク、エチオピア、カメルーン、欧州連合 
 

 Mr. Kaye の回答 
 

15. Virginia Dandan 人権と国際連帯に関する独立専門家 
 

 質問: キューバ、モロッコ 
 

 Ms. Dandan の回答 
 

 

10 月 24 日(月)午前 第 27 回会議 
 

議事項目 68(b)(c)(継続) 
 

議題紹介ステートメント(継続) 

16. Joseph Cannataci プライヴァシーへの権利に関する特別報告者 
 

 質問: 米国、英国、スイス、イラン・イスラム共和国、イラク、モロッコ、ブラジル、欧州連合 
 

  Mr. Cannataci の回答 
 

17. Santiago Corcuera Cabezuit 強制失踪委員会議長 
 

 質問: 日本、メキシコ、イラク、アルゼンチン、フランス、モロッコ、欧州連合 

 Mr. Cabezut の回答 
 

18. Houria Es-Slam 強制または任意によらない失踪に関する作業部会議長 
 

 質問: モロッコ、米国、フランス、アルゼンチン、中国、欧州連合 

 

 Ms. Es-Slam の回答 
 

 

10 月 24 日(月)午後 第 28 回会議 
 

議事項目 68(b)(c)(継続) 
 

議題紹介ステートメント(継続) 

19. Jose Brillantes すべての移動労働者とその家族の権利保護委員会議長 
 

 質問: モロッコ、イラク、メキシコ、コロンビア、バングラデシュ、トルコ欧州連合 
 

 Mr. Brillantes の回答 

 

20. Francois Crepeau 移動者の人権に関する特別報告者 

 

 質問: モロッコ、エリトリア、ブラジル、メキシコ、ギリシャ、ロシア連邦、カナダ、米国、キューバ、

コロンビア、インドネシア、アンゴラ、スイス、ドイツ、欧州連合、国際移動機関 
 

 Mr. Crepeau のの回答 
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21. Chaloka Beyani 国内避難民の人権に関する特別報告者 
 

 質問: ジョージア、オーストリア、米国、日本、リヒテンシュタイン、トルコ、モロッコ、イラク、英

国、アゼルバイジャン、ノルウェー、スイス、ナイジェリア 

 

 Mr. Beyani の回答 
 

 

10 月 25 日(火)午前 第 29 回会議 
 

議事項目 68(b)(c) 
 

議題紹介ステートメント(継続) 

22. Hilal Elver 食糧への権利に関する特別報告者 
 

 質問: 米国、トルコ、イラン・イスラム共和国、ポーランド、スイス、カメルーン、インドネシア、モ

ロッコ、エリトリア、欧州連合 
 

 Ms. Elver の回答 
 

23. Koumba Boly Barry 教育への権利に関する特別報告者 
 

 質問: 南アフリカ、ポルトガル、イラン・イスラム共和国、メキシコ、カタール、ノルウェー、モロッ

コ、モルディヴ、カメルーン、インドネシア、欧州連合 

 

 Ms. Koumba Boly の回答 
 

24. Philip Alston 極度の貧困と人権に関する特別報告者 
 

 質問: ハイティ、ジャマイカ、ロシア連邦、南アフリカ、中国、スペイン、スイス、中国、イラク、欧

州連合 
 

 Mr. Alston の回答 
 

 

10 月 25 日(火)午後 第 30 回会議 
 

議事項目 68(b)(c)(継続) 
 

議題紹介ステートメント(継続) 

25. Leo Heller 安全な飲用水と下水道への人権に関する特別報告者 
 

 質問: メキシコ、スペイン、ブラジル、ドイツ、スロヴェニア、南アフリカ、スイス、モロッコ、モル

ディヴ、欧州連合 
 

 Mr. Heller の回答 
 

26. Leilani Farha 適切な生活水準への権利の構成要素としての適切な住居に関する特別報告者 
 

 質問: 英国、ブラジル、南アフリカ、モルディヴ、ドイツ、カタール、モロッコ、イラク、欧州連合 
 

 Ms. Farha の回答 
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27. Dainius Puras 到達できる最高の水準の身体的・精神的健康の享受への万人の権利に関する特別報告

者 
 

 質問: ポルトガル、メキシコ、モロッコ、南アフリカ、インドネシア、モルディヴ、ブラジル、パラオ

(オーストラリア、ベルギー、ブラジル、カナダ、ミクロネシア連邦国家も代表)、欧州連合 
 

 Mr. Puras の回答 
 

 

10 月 26 日(水)午前 第 31 回会議 
 

議事項目 68(b)(c)(継続) 
 

議題紹介ステートメント(継続) 

28. Maria Soledad Sisternas Reyes 障害者の権利委員会議長 
 

 質問: イラン・イスラム共和国、イラク、ノルウェー、インドネシア、リビア、ロシア連邦、モロッコ、

トルコ、メキシコ、欧州連合 
 

 Ms. Sisternas Reyes の回答 
 

29. Catalina Devandas Aguilar 障害者の権利に関する特別報告者 
 

 質問: ノルウェー、モルディヴ、イラン・イスラム共和国、コロンビア、コスタリカ、カタール、メキ

シコ、ロシア連邦、ブラジル、米国、中国、スペイン、オーストラリア、モロッコ、パラオ、南アフリ

カ、インドネシア、欧州連合 
 

 Ms. Devandas Aguilar の回答 
 

30. Ikponwosa Ero 白皮症の人々の人権の享受に関する独立専門家 
 

 質問: タンザニア連合共和国、ソマリア、日本、イスラエル、パナマ、モザンビーク 
 

 Ms. Ero の回答 

 

 

10 月 26 日(水)午後 第 32 回会議 
 

議事項目 68(b)(c)(継続) 
 

議題紹介ステートメント(継続) 

31. Karima Bennoune 文化的権利の分野の特別報告者 
 

 質問: イラン・イスラム共和国、イラク、ノルウェー、インドネシア、リビア、ロシア連邦、トルコ、

メキシコ、欧州連合 
 

 Ms. Bennoune の回答 
 

32. Publo De Greiff 真実・正義・賠償・再発防止の保証に関する特別報告者  
 

 質問: 米国、スイス、コロンビア、欧州連合 
 

 Mr. De Grieff の回答 
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答弁権行使 

 バーレーン: イランに応えて、宗教に関わりなくすべての国民の人権を保護することへの我が国のコミ

ットメントを強調する。我が国は、宗教的背景を根拠に差別はしない。暴力をそそのかした容疑があっ

て初めて人は裁判にかけられるが適用できる法律に従って相当のプロセスが与えられる。 

 イラン・イスラム共和国: 驚いて応えるが、我が国の発言中にバーレーンについての言及はなかった。

答弁権を行使するよりは特別報告者の報告に対応した方が、バーレーンにとっては適切であったろう。 
 

 

10 月 27 日(木)午前 第 33 回会議 
 

議事項目 68(b)(c)(継続) 
 

議題紹介ステートメント(継続) 

33. YangheeLee ミャンマーの人権状況に関する特別報告者 
 

 質問: ミャンマー、ノルウェー、米国、中国、日本、エリトリア、タイ、オーストラリア、スイス、エ

ジプト(イスラム協力団体を代表)、ロシア連邦、ラオ人民民主主義共和国、朝鮮民主主義人民共和国、チ

ェコ共和国、ヨルダン、シンガポール、英国、韓国、フィリピン、サウディアラビア、ヴエトナム、イ

ラン、欧州連合 
 

 Ms. Lee の回答 
 

34. Tomas Ojea Quintana 朝鮮民主主義人民共和国の人権状況に関する特別報告者 
 

 質問: ヴェネズエラ・ボリヴァリアン共和国(非同盟運動を代表)、シリア・アラブ共和国、日本、オー

ストラリア、リヒテンシュタイン、オランダ、米国、ロシア連邦、英国、ベラルーシ、スイス、チェコ

共和国、中国、韓国、ドイツ、キューバ、ノルウェー、モルディヴ、イラン・イスラム共和国、アイル

ランド、ラオ人民民主主義共和国、アルゼンチン、ヴェネズエラ・ボリヴァリアン共和国、欧州連合 
 

 Mr. Quintana の回答 
 

 

10 月 27 日(木)午後 第 34 回会議 
 

議事項目 68(b)(c)(継続) 
 

議題紹介ステートメント(継続) 

35. Miklos Haraszti ベラルーシの人権状況に関する特別報告者 
 

 質問: ヴェネズエラ・ボリヴァリアン共和国(非同盟運動を代表)、ベラルーシ、米国、チェコ共和国、

キューバ、ノルウェー、ロシア連邦、リトアニア、ドイツ、ポーランド、トルクメニスタン、キルギス

タン、ラオ人民民主主義共和国、スイス、エクアドル、イラン・イスラム共和国、アイルランド、英国、

アゼルバイジャン、カザフスタン、エリトリア、タジキスタン、パキスタン、バングラデシュ、ウズベ

キスタン、中国、朝鮮民主主義人民共和国、シリア・アラブ共和国、ボリヴィア多民族国家、欧州連合 
 

 Mr. Haraszti の回答 
 

36. Sheila B. Keetharuth エリトリアの人権に関する特別報告者・エリトリアの人権状況に関する調査委

員会元委員 
 

 質問: ヴェネズエラ・ボリヴァリアン共和国(非同盟運動を代表)、エリトリア、ミャンマー、ジブティ、

米国、ジンバブエ、ドイツ、アラブ首長国連邦、エクアドル、エチオピア、中国、ノルウェー、キュー

バ、ベラルーシ、ボリヴィア多民族国家、英国、バングラデシュ、スイス、ロシア連邦、パキスタン、

ブルンディ、イラン・イスラム共和国、エジプト、欧州連合 
 

 Ms. Keetharuth の回答 
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37. Michael Lynk1967 年以来被占領のバレスチナ領土における人権状況に関する特別報告者 
 

答弁権行使 

 エチオピア 
 

 

10 月 28 日(金)午前 第 35 回会議 
 

議事項目 68(b)(c)(継続) 
 

議題紹介ステートメント(継続) 
 

  質問: ヨルダン、セネガル、インドネシア、イラン・イスラム共和国、キューバ、カタール、ノルウェ

ー、南アフリカ、モロッコ、サウディアラビア、イスラエル、モルディヴ、トルコ、パスチナ国、欧州

連合 
 

 Mr. Lynk の回答 
 

38. Vijay Nambiar ミャンマーに関する事務総長特別顧問 
 

 質問: ミャンマー、シンガポール、ノルウェー、エジプト(イスラム協力団体を代表)、中国、英国、欧

州連合 
 

 Mr. Nambiar の回答 
 

39. Heiner Bielefeldt 宗教または信念の自由に関する特別報告者 
 

 質問: ポーランド、デンマーク、イラン・イスラム共和国、米国、ドイツ、ノルウェー、英国、アイル

ランド、カナダ、イェーメン、欧州連合 
 

 Mr. Bielefeldt の回答 
 

40. Maria Grazia Giammaeinaro 人、特に女性と子どもの人身取引に関する特別報告者: 人身取引は、

紛争の組織的結果であることを強調する。この関連性への国際的関心の高まりを歓迎し、人身取引被害

者には、紛争中等のそのような虐待に対して同じ権利、相当の注意義務、保護及び防止への資格がある。

私の報告書は、3 つの視点から紛争関連の人身取引を強調している。第一の視点は、紛争を逃れてくる人

の人身取引である。例えば、フランスのカレー及びドゥンキルクにある難民キャンプにいるアフガニス

タンとスーダンからの付添いのない子供たちは、英国に行かせると約束した人々によって性的搾取のた

めに違法に取引されてきた。 

 二つ目の視点は、紛争中の人身取引で、紛争地帯に入る移動労働者の人身取引は、隠された問題であ

り、しばしば、女性と女児が労働にも性的虐待にも従わせられるという結果となっている。最後の視点

は、紛争後の状況の人身取引で、平和維持活動が継続して、性暴力、虐待、搾取という「恥ずかしい出

来事｣の場となっている。大きな軍隊の圧倒的に男性の国際的存在が、労働搾取または性的搾取のための

人身取引を通して生み出される品物とサーヴィスに対する需要に火をつけている。報告書からの勧告に

は、6 つの措置が含まれているが、その中に、移動者の受け入れセンターで、適切な手続きが確立され、

市民社会団体と協力して、訓練を受けた職員によって実施されるべきであるというのがある。 
  

 質問: 米国、ドイツ、英国、リヒテンシュタイン、南アフリカ、モロッコ、エリトリア、スイス、欧州

連合 
 

 Ms. Giammarinaro の回答: 人身取引は、紛争の組織的結果であり、その状況内で対処されなけばなら

ない。反人身取引は、「持続可能な開発 2030 アジェンダ｣と「グローバル・コンパクト｣に完全に統合さ

れなければならない。移動者の大きな動きがあるところでは、移動者と面接して搾取や人身取引の徴候

を明らかにする能力のある NGO 及びその他と協力して、反人身取引手続を確立することが重要である。

加盟国は、危険にさらされている人々が雇用を見つける手助けもするべきである。こういった措置は、
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行動全体にわたって統合されなければならない。「持続可能な開発目標 8.7｣の一部としての「国際労働機

関同盟｣は、好事例の一つであり、特に供給網で自己規制ツールが実施されることを保障するために企業

をかかわらせている。 
 

 

10 月 28 日(金)午後 第 36 回会議 
 

決議の紹介 

1. 社会開発世界首脳会合と第 24 回特別総会の成果の実施(A/C.3/71/L.5) 

  主提案国: タイ(G77/中国を代表) 
 

2. 国際家族年の 20 周年及びその後のフォローアップ(A/C.3/71/L.6) 

  主提案国: タイ(G77/中国を代表) 
 

3. 第 2 回高齢者問題世界会議のフォローアップ(A/C.3/71/L.7) 

  主提案国: タイ(G77/中国を代表) 
 

4. 生活のための識字: 今後のアジェンダの形成(A/C.3/71/L.9) 

  主提案国: モンゴル 

 共同提案国: オーストリア、ベルギー、ブルガリア、クロアチア、エストニア、ハンガリー、アイルラ

ンド、イタリア、日本、モルディヴ、マルタ、メキシコ、スペイン、米国、アルゼンチン、ボスニア・

へツェゴヴィナ、コスタリカ、チェコ共和国、フィンランド、ジョージア、カザフスタン、リトアニア、

マダガスカル、モロッコ、ニュージーランド、パナマ、モルドヴァ共和国、スウェーデン、タイ 
 

5. 子ども結婚、早期・強制結婚(A/C.3/71/L.13) 

  主提案国: カナダ 

 共同提案国: アイスランド、イタリア、モンゴル、オランダ、ペルー、英国、ザンビア、アルゼンチン、

アルメニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、ブルキナファソ、カーボヴェルデ、コーティヴォワール、

ジョージア、ケニア、モロッコ、ルワンダ、 
 

議事項目 68(b)(c)(継続) 
 

議題紹介ステートメント(継続) 

41. Rita Izsak-Ndiaye マイノリティ問題に関する特別報告者 
 

 質問: ハンガリー、オーストリア、米国、ロシア連邦、ノルウェー、欧州連合 
 

 Ms. Izsak-Ndiaye の回答 
 

42. Ahmed Shaheed イラン・イスラム共和国の人権状況に関する特別報告者 
 

 質問: ヴェネズエラ・ボリヴァリアン共和国(非同盟運動を代表)、イラン・イスラム共和国、米国、シ

リア・アラブ共和国、ドイツ、英国、スイス、ジンバブエ、ノルウェー、カナダ、ロシア連邦、チェコ

共和国、日本、朝鮮民主主義人民共和国、キューバ、中国、エリトリア、パキスタン、欧州連合 
 

 Mr. Shaheed の回答 
 

一般討論 

 ドミニカ共和国(ラテンアメリカ・カリブ海諸国共同体を代表)、インドネシア(東南アジア諸国連合(ア

セアン)を代表)、フィンランド(スウェーデンも代表)、アルゼンチン、スイス 
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10 月 31 日(金)午前 第 37 回会議 
 

議事項目 68(b)(c)(継続) 
 

一般討論(継続) 

欧州連合、米国、コロンビア、ロシア連邦、リビア、タイ、アラブ首長国連邦、ブラジル、エジプト、

ノルウェー、ホーリーシー、ヴェトナム、シンガポール、カタール、カナダ、イラク、キプロス、ミャ

ンマー、ギリシャ、エリトリア、ネパール、日本、ルワンダ、カザフスタン、インド、イラン・イスラ

ム共和国、オーストラリア、アルジェリア、パラオ、スーダン、スリランカ、ジンバブエ、朝鮮民主主

義人民共和国、セルビア、バングラデシュ、ウクライナ、リヒテンシュタイン(オーストラリア、アイス

ランド、ニュージーランド、スイスも代表) 
 

日本のステートメント(斎藤純公使): 朝鮮民主主義人民共和国の人権状況は、改善されておらず、我が国

と欧州連合は、12 年目にこの問題に関する決議案を提案する。外国人の拉致は、朝鮮民主主義人民共和

国の最も重大な人権侵害の一つである。申し立てられた国際人道法・人権法の侵害の中で、イェーメン

における状況と同様に、シリアにおける人道・人権状況も、深く懸念されるところである。日本は、こ

の紛争を仲裁し、平和と安定をもたらす国連の努力を支援している。 
 

 

10 月 31 日(月)午後 第 38 回会議 
 

議事項目 68(b)(c)(継続) 
 

一般討論(継続) 

  キューバ、ヴェネズエラ・ボリヴァリアン共和国、アゼルバイジャン、マラウィ、モロッコ、中国、

パレスチナ国、クウェート、フィリピン、食糧農業機関(FAO) 
 

答弁権行使 

 バーレーン: 米国のステートメントに応えるが、我が国政府の最高の水準の人権保護と国連との協力を

再確認する。バーレーンは、強い国のアイデンティティ感を推進する開放的な民主的プロセスにコミッ

トしているが、分派主義からの政治領域を保護する措置を設置している。市民権の取り消しは、法律に

従って行われている。名を挙げられた人々を含め、誰も表現の自由のために迫害されるということはな

かった。 

 トルコ: ギリシャのコメントに応えるが、ギリシャの歴史の追憶は、依怙贔屓的で一方的なものとして

拒否する。トルコ系キプロス人は、1963 年に政府機関から追い出され、ギリシャが始めた軍事クーデタ

ーからトルコ系キプロス人を保護するために、トルコは、1974 年に介入した。正当な解決に達する事務

総長の努力は支援するが、ギリシャは、政治的目的のために人道問題を利用している。不動産委員会は、

ギリシャ系キプロス人には償還請求権を提供したが、文化的遺産問題は、合同委員会によって対処され

ている。米国に対しては、トルコ政府は、クーデターの試みからの副産物に対処する際に、相当のプロ

セスに従っており、海外で暮らしているクーデター指導者の送還を要請する。 

 ロシア連邦: 米国が、マンデートの一部ではない問題を第 3 委員会に持ち出したことを残念に思う。ク

リミアの人々は、国民投票によってロシア連邦に加わった。ウクライナは、クリミアの経済封鎖を行っ

てきたウクライナの急進派またはウクライナの独立を通して当局によって無視されてきたタタール人の

状況を述べればもっと正直になるであろう。米国と欧州連合には、東アレッポに関するロシア政府の立

場をもっと知ってもらうよう要請する。 

 中国: 自国または同盟国の侵害については沈黙しているが、人権を地政学的ツールとして利用している

米国と欧州連合からの我が国の人権状況に対する政治的動機のある、根拠のない申し立てと攻撃に反対

する。米国では、銃がいたるところにあり、警察は民族的マイノリティに対して武力を用い、人種に基

づくヘイト犯罪が継続しており、政府は捜査を通して国民のプライヴァシーを侵害している。一方、欧

州連合では、移動者に対する人種主義が重大な懸念である。 

 朝鮮民主主義人民共和国: 米国と欧州連合の申し立てを拒否し、米国は、民主主義を装って、海外で女

性と子どもを殺害したことを述べる。同じことが、難民が差別され、搾取されている欧州連合について
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も言える。日本のコメントに対しては、拉致された国民の問題は対処されたことを述べる。日本は自国

の犯罪に対処し、謝罪するべきである。 

 ウクライナ: 占領の違法性に関する国際協定に注意を引く。 

 キプロス: トルコのキプロス領土の占領について懸念を表明し、即座に占領を終わらせるようトルコに

要請する。 

 イスラエル: テロリスト集団を受け入れていることと女性に対する差別を含め、パレスチナ人が行った

選択を嘆かわしく思う。パレスチナ人は、憎悪をそそのかすのではなく、保健と教育を推進するべきで

ある。 

 パレスチナ国: イスラエルに応えるが、そそのかしの主張を排斥する。暴力の原因は占領である。パレ

スチナの子どもたちが憎しみを教えられているとの主張はけしからぬものである。概説された権利侵害

は、パレスチナの作り話ではなく、むしろ国際社会によって認められたものである。 

 朝鮮民主主義人民共和国: 日本のコメントを拒否し、人道違反の犯罪に対して謝罪し、在日朝鮮人に対

する権利侵害をなくすよう日本に要請する。 

 日本: 我が国は「ストックホルム合意｣を破る積りはない。朝鮮民主主義人民共和国が、特別報告者に

よって提起された懸念に応えなかったのは残念である。 

 イスラエル: パレスチナのコメントに応えるが、テロ行為のための子どもの使用に関するパレスチナ

NGO と裁判所の調査結果を文書で具陳することを楽しみにしている。 
 

 

11 月 1 日(火)午前 第 39 回会議 
 

議事項目 66: 人種主義・人種差別・外国人排斥・関連する不寛容の撤廃、(a)人種主義・人種差別・害引

く仁排斥・関連する不寛容の撤廃、(b)「ダーバン宣言と行動計画」のフォローアップの包括的実施 

議事項目 67: 民族自決権 
 

提出文書 

1. 第 87 回・88 回人種差別撤廃委員会報告書(A/71/18) 

2. アフリカ系の人々に関する作業部会報告書(A/71/297) 

3. 現代の形態の人種主義・人種差別・外国人排斥・関連する不寛容に関する特別報告者報告書(A/71/325)、

4. 現代の形態の人種主義・人種差別・外国人排斥・関連する不寛容に関する特別報告者報告書(A/71/301) 

5. 人権を侵害し民族自決権の行使を妨げる手段としての傭兵の使用に関する作業部会報告書(A/71/318) 

6. 「『国際アフリカ系の人々の 10 年』の実施のための活動計画」と題する事務総長報告書(A/71/290) 

7. 「人種主義・人種差別・外国人排斥・関連する不寛容の全面撤廃のための具体的行動と『ダーバン宣

言と行動計画』の包括的実施とフォローアップの世界的呼びかけ｣と題する事務総長報告書(A/71/399) 

8. 「『あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約』の状態」と題する事務総長報告書(A/71/327) 

9. 「民族自決権｣と題する事務総長報告書(A/71/326) 

10. ｢ダーバン宣言と行動計画」の実施に関する著名な独立専門家グループに関する事務局メモ(A/71/ 

288) 

11. ニュールンベルグ裁判所の作業の終了 70 周年記念に関する「宣言」に関する独立国共同体国家の長

会議による決定を伝えるキルギスタン大使からの 10 月 5 日付書簡に関する事務局メモ(A/C.3/71/3) 
 

議題紹介ステートメント 

1. Andrew Gilmour 人権のための事務総長補 
 

 質問: 南アフリカ、カメルーン 
 

 Mr. Gilmour の回答 
 

2. Ricardo Sunga III アフリカ系の人々に関する作業部会議長 
 

 質問: 米国、南アフリカ、イラン・イスラム共和国、モロッコ、メキシコ、欧州連合 
 

 Mr. Sunga III の回答 
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3. Gabor Rona 民族自決権を妨げる手段としての傭兵の使用に関する作業田部会委員 
 

 質問: イラン・イスラム共和国、イラク、チリ、欧州連合 
 

 Mr. Rona の回答 
 

4. Anastasia Crickley 人種差別撤廃委員会議長 
 

 質問: モロッコ、ベルギー(スロヴェニアも代表)、メキシコ、英国、デンマーク、アイルランド、スペ

イン、ロシア連邦、中国、欧州連合 
 

 Ms. Crickley の回答 
 

 

11 月 1 日(火)午後 第 40 回会議 
 

議事項目 66(a)(b)、67(継続) 
 

議題紹介ステートメント(継続) 

5. Mutuma Rutere 現代の形態の人種主義・人種差別・外国人排斥・関連する不寛容に関する特別報告者 
 

 質問: メキシコ、南アフリカ、インドネシア、英国、モロッコ、スイス、ロシア連邦、デンマーク、欧

州連合 
 

 Mr. Rutere の回答 
 

一般討論 

 タイ(G77/中国を代表)、ボツワナ(アフリカ諸国を代表)、ドミニカ共和国(ラテンアメリカ・カリブ海諸

国共同体を代表)、エジプト、南アフリカ(南部アフリカ開発共同体(SADC)を代表)、コロンビア、キュー

バ、ロシア連邦、ブラジル、イスラエル、ホーリーシー、インドネシア、サウディアラビア、リヒテン

シュタイン、ショージア、イラン・イスラム共和国、トルコ、マレーシア、フィジー 
 

 

11 月 2 日(水)午前 第 41 回会議 
 

議事項目 66(a)(b)、67(継続) 
 

一般討論(継続) 

  イラク、パキスタン、ナイジェリア、インド、ヨルダン、イラン・イスラム共和国、ウクライナ、ア

ルメニア、ナミビア、アゼルバイジャン、セネガル、ボリヴィア多民族国家、ガンビア、アルジェリア、

ヴェネズエラ・ボリヴァリアン共和国、パレスチナ国、エリトリア、モロッコ、パレスチナ国 
 

答弁権行使 

 ロシア連邦: アブカジアの現実を受け入れるようジョージアに要請する。クリミアは、受け入れられた

国民党批評の後でロシア連邦の一部となり、クリミア人は全ての人権を享受していることを受け入れる

ようウクライナに要請する。法的保護が利用でき、ロシア当局は、すべての人権侵害に対応するであろ

う。 

 アルメニア: アゼルバイジャンは、歴史と我が国のことを不正確に述べた。アルメニアは、アゼルバイ

ジャンによる野蛮な攻撃またはその行為の賞賛、アゼルバイジャンの武力が「ジュネーヴ条約｣の違反し

ていることを許すことはできない。平和的解決に代わるものはなく、アゼルバイジャンは休戦協定を守

るべきである。 

 パキスタン: インドは維持できない被占領地域に関して間違った主張をした。カシミール人の闘いは、

テロリズムとはならない、 

ウクライナ: この地域におけるいくつかの国々に対するロシア連邦の攻撃を想起し、ロシアの銀行は、

クリミアをロシアの一部とは考えていないので、クリミアで事業をしないことに決めている。 
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 ジョージア: ロシアのコメントに対して、2008 年の武力紛争中に行われた犯罪の捜査を許可するとい

う国際刑事裁判所の裁判前法廷の 2016 年 1 月 27 日の決定を想起する。その決定の中で、裁判所は、ジ

ョージア人人口が 70%も減少する結果となった南オセチアからの在南オセチア・ジョージア人を強制的

に追い出すための文民の鞭打ち、略奪及びその他の行為の首尾一貫したパターンに留意した。 

 アゼルバイジャン: アルメニアがアゼルバイジャンに戦争を仕掛け、その領土の民族浄化を行ったこと

を想起する。アルメニアは攻撃国であり占領国として、国際的な決定を拒否した。アルメニア指導部に

よる「有名な」ヘイト・スピーチの推進を指摘する。 

 イスラエル: 2 国並立の解決策を支持するが、平和には辛い妥協が必要である。パレスチナ人にとって

は、イスラエルへの攻撃を止めるよう自国民に告げるよりは国連で発言する方が楽なのである。パレス

チナ人は、イスラエル人を殺すためにその労働許可証を悪用し、殺すためにイスラエルの病院へのアク

セスを利用し、聖地を標的としている。こういった攻撃を助長する学校でのそそのかしを止めるようバ

レスチナ人に要請する。イスラエルの NGO を引用したことに対してパレスチナ人に感謝し、イスラエル

は繫栄する民主国であることを述べる。 

 アルジェリア: 国からの離別を望んでいるアルジェリアの地域社会についてのモロッコのコメントを

拒否する。サハラ人の自決権に対するアルジェリアの支持を繰り返し述べる。 

 アルメニア: アゼルバイジャンが述べた安全保障理事会決議は、紛争の軍事的段階中に採択された。ア

ゼルバイジャンは、ソーシャル・メディアに自分の犯罪の写真を掲載したアゼルバイジャンの軍人を含

め、十分に文書化されているので、アルメニアが引用した残虐行為のリストには反論しなかった。 

 パレスチナ国: イスラエルが引用した事実は独立した国連機関によって確立されていることを想起し、

イスラエルが占領に対処することを拒否したことに留意する。何十万人もの入植者が、占領地に移され、

イスラエルの平和への公約に疑問を呈している。 

 アゼルバイジャン: ナゴルノ・カラバフは、アルメニア当局により違法に占領された。申し立てられた

残虐行為に関しては、悔恨の念もなく行われ続けてきたアルメニアによる犯罪を想起する。アゼルバイ

ジャンは、ただ違法な占領に対して自衛しているのであって、非占領地でのアルメニアの活動を疑問視

しているのである。 

 モロッコ: アルジェリアのコメントは逆説的である。モロッコ領サハラはモロッコ領のままである。 

 アルジェリア: 被占領地となると、国連によって出される概念や協定に対して国々は異なった理解をし

ている。アルジェリアは、その主権への干渉を受け入れたことは一度もない。 

 モロッコ: アルジェリアは、モロッコに属するサハラの部分の法的地位についてすべての情報を分かち

合っているわけではない。モロッコは、アルジェリアの思い違いを受け入れない。 
 

 

11 月 2 日(水)午後 第 42 回会議 
 

議事項目 60: 国連難民高等弁務官報告書、難民・帰還民・国内避難民に関連する問題及び人道問題 
 

提出文書 

1. 国連難民高等弁務官報告書(A/71/12) 

2. 上記報告書付録、高等弁務官のプログラムの執行委員会(A/71/12/Add.1) 

3. アフリカの難民・帰還民・国内避難民への支援に関する事務総長報告書(A/71/354) 
 

議題紹介ステートメント 

 Filippo Grandi 国連難民高等弁務官 
  

 質問: アルジェリア、ノルウェー、日本、イラン・イスラム共和国、ギリシャ、イラク、カナダ、南ア

フリカ、ヨルダン、モロッコ、エチオピア、トルコ、ロシア連邦、コロンビア、欧州連合 
 

日本の質問: 人道セクターと開発セクターとの間でサイロが破壊されたのかまたは課題が残っているの

かどうか? 
 

 Mr. Grandi の回答 
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一般討論 

 欧州連合、米国、スイス、アルゼンチン、コロンビア、アフガニスタン、ロシア連邦、リビア、ブラ

ジル、ケニア、シリア・アラブ共和国、テュニジア、クウェート、タイ、ジョージア 
 

 

11 月 3 日(木)午前 第 43 回会議 
 

議事項目 60(継続) 
 

一般討論(継続) 

  モナコ、カタール、イラク、トルコ、ナイジェリア、南アフリカ、レバノン、エリトリア、エチオピ

ア、日本、中国、スーダン、ヨルダン、マリ、韓国、セルビア、ウクライナ、ザンビア、イラン・イス

ラム共和国、カメルーン、インド、モロッコ、タンザニア連合共和国、アゼルバイジャン、ウガンダ、

アルジェリア、パキスタン、マダガスカル、国際赤十字委員会(ICRC)、国際赤十字赤新月社連盟(IFRC) 
 

日本のステートメント(堤太郎参事官): 世界人道サミットと国連難民移動者サミットのフォローアップ

は重要であり、日本は、それぞれのサミットで発表した公約を実施するつもりである。「人道的開発ネク

サス｣がサミット全体を通して強調されてきたことを評価するが、これはパラダイム・シフトを表してお

り、諸機関が、それぞれの分野を超えて共同するべきであることを強調する。シリア国内で人道支援を

実施するよう国際社会に呼びかけ、アフリカ大陸の強制移動が極めて重大であることを忘れないよう警

告する。Dadaab 難民キャンプの閉鎖をめぐる討論がそのような危機がどれほど長引いているかを示して

いる。 
 

答弁権行使 

 ロシア連邦: 人道上の議事項目に関する議論が、他の問題を持ち出すために利用されてきたことを残念

に思う、ジョージアは、問題の領域は主権国家であることを認めるべきである。ウクライナは、国の東

南部の状況について嘘を広げてきた。ウクライナ人の強制移動の真の原因は、ウルトラ・ナショナリス

トによる犯罪である。 

 ウクライナ: ロシア連邦は会議の準備ができなかったことを暗に示した。ロシアには、「敬意をもって」

ステートメントを準備するよう要請する。ロシア連邦が提供できる唯一の人道支援は、その軍を完全撤

退させることである。ウクライナには、内部攻撃の問題はなく、むしろウクライナに対するロシア連邦

の攻撃である。2 つのチェチェン戦争を想起し、そこでの攻撃がすべてを覆した。 

 ジョージア: ロシアのコメントは、帰還の権利を政治利用するために行われたことを明確にする。ジョ

ージア人自身が占領下にあるので、この原則はジョージア人に対しては果たされなかった。この紛争に

は 2 つの当事国がある。つまり、自衛しているジョージアと攻撃者であるロシア連邦である。 

 アルジェリア: モロッコに応えるが、「サハラ｣は非自治領であり、国際的にもそのように認められてい

る。この領土の人々は、その未来を決定できなければならない。その選択はモロッコ次第ではない。サ

ハラ人は保護されなければならない。暴力の申し立てに対しては、暴力は非占領地で起こったのであり、

自決権を尊重する必要性があることを強調する。アルジェリアとしては、登録が行われることを保障し

続ける。 

 モロッコ: アルジェリアはティンドゥーフ・キャンプの住人のためにいろいろとやったと言い続けてい

るが、アルジェリアはあの貧しい人々から彼らに提供されている支援を横流しして国庫を満たしてきた

ことを恥ずかしいと思わないのかどうか尋ねる。設置されている支援に言及して、数字の詳細を提供し

て税の申告書を読み上げる。 

 ロシア連邦: 最も新しい UNHCR の報告書は、ウクライナの国内避難民は、社会給付を受けることが

できず、閉鎖が続いていると述べている。ウクライナのコメントに関しては、国連機関による関連文書

を読むよう要請する。 

 ウクライナ: 討議されているトピックは国内避難民であり、170 万人の人々が国内避難させられている

ウクライナの状況の根本原因は、ロシア連邦という外国の攻撃であり、それこそこの会議室で議論する

問題である。 

 ジョージア: 強制移動とあらゆる領土における人権問題のみならず、帰還の権利の問題が、本日討議さ

れつつあるトピックである人道・人権問題であることを説明しなければならなかったとは驚きである。 
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 アルジェリア: キャンプを訪問した事務総長に対する「攻撃｣に言及して、西サハラ国民投票国連ミッ

ション(MINURSO)の追放によって説明されてきた植民地解除の問題を強調する。 

 モロッコ: アルジェリアは議論をそらそうとし続けている。モロッコは欧州連合の報告書をただ読んだ

だけであり、「あれは嘘だ、報告書は支持されていない」を強調する。アルジェリアには、カバイル族に

ついて尋ねる。アルジェリアは、西サハラ問題は植民地問題であると言い続けているが、むしろこれは

領土の保全を完成させる問題である。 
 

 

11 月 3 日(木)午後 第 44 回会議 
 

決議の紹介(継続) 

6. 産科フィステュラをなくすための努力の強化(A/C.3/71/L.16) 

  主提案国: ニジェール、セネガル(アフリカ諸国グルーブを代表) 

 共同提案国: 中国、エルサルヴァドル、モンゴル、東ティモール、ヴェトナム、 
 

決議の採択 

1. 生活のための識字: 未来のアジェンダを形成する(A/C.3/71/L.9/Rev.1)---PBI なし 

  主提案国: モンゴル 

 共同提案国: アルバニア、アルメニア、オーストラリア、オーストリア、バングラデシュ、ベルギー、

ブルガリア、チリ、中国、コロンビア、クロアチア、キプロス、エストニア、ドイツ、ハンガリー、イ

ンドネシア、アイルランド、イタリア、日本、ラトヴィア、モルディヴ、マルタ、メキシコ、ノルウェ

ー、パラグァイ、ポーランド、スロヴェニア、スペイン、スリランカ、アラブ首長国連邦、英国、米国、

アフガニスタン、アルジェリア、アンドラ、アルゼンチン、バハマ、ベリーズ、ボリヴィア多民族国家、

ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、ブルキナファソ、カーボヴェルデ、カナダ、コスタリカ、チェコ共和国、

デンマーク、ドミニカ共和国、エクアドル、フィジー、フィンランド、フランス、ジョージア、ギリシ

ャ、ハイティ、ホンデュラス、アイスランド、インド、イスラエル、カザフスタン、レバノン、レソト、

リベリア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルグ、マダガスカル、マラウィ、モナコ、モ

ンテネグロ、ネパール、オランダ、ニュージーランド、ニカラグァ、パラオ、パナマ、ペルー、フィリ

ピン、ポルトガル、韓国、モルドヴァ共和国、ルーマニア、ロシア連邦、サンマリノ、セルビア、シン

ガポール、スロヴァキア、スワジランド、スウェーデン、スイス、シリア・アラブ共和国、タジキスタ

ン、タイ、旧ユーゴスラヴ・マケドニア共和国、トルコ、トルクメニスタン、ウルグァイ、ヴェネズエ

ラ・ボリヴァリアン共和国、イェーメン 

 コンセンサスで決議を採択 
 

2. 第 13 回国連犯罪防止・刑事司法会議のフォローアップと第 14 回国連犯罪防止・刑事司法会議の準備

(A/C.3/71/L.2)---PBI なし 

 主提案者: 経済社会理事会 

 コンセンサスで決議を採択 
 

3. 代替の開発に関する国連指導原則の実施の推進(A/C.3/71/L.3)---PBI なし 

 主提案者: 経済社会理事会 

 コンセンサスで決議を採択 
 

 

11 月 4 日(金)午前 第 45 回会議 
 

議事項目 63: 人権理事会報告書 
 

提出文書 

1. 第 24 回・25 回人権理事会特別会期報告書(A/71/53) 

2. 上記報告書付録、第 31 回・32 回・33 回人権理事会通常会期報告書(A/71/53/Add.2) 
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議題紹介ステートメント 

 Choi Kyong-Lim 人権理事会議長 
 

 質問: アルジェリア、中国、南アフリカ、アルゼンチン、英国、コスタリカ、韓国、ブラジル、モルデ

ィヴ、アイルランド、メキシコ、ドイツ、ロシア連邦、リヒテンシュタイン(オーストラリア、アイスラ

ンド、ニュージーランド、ノルウェー、スイスも代表)、カナダ、ハンガリー、イラク、スーダン、デン

マーク、インドネシア、エチオピア、米国、パラオ、モロッコ、エジプト、スイス、シリア・アラブ共

和国、インド、ブルンディ、欧州連合 
 

 Mr. Choi の回答 
 

一般討論 

 ボツワナ(アフリカ・グループを代表)、米国、チリ 
 

答弁権行使 

 サウディアラビア: シリアのコメントに応えるが、同盟は国連決議を基にイェーメンに介入した。禁止

されている科学兵器の使用を考えれば、シリアが我が国を非難するとは皮肉である。 

 シリア・アラブ共和国: シリアはサウディアラビアの見解を求めたのではない。サウディアラビアは、

イェーメンでの襲撃の「現実｣に応えるべきである。 

 サウディアラビア: 我が国は、シリアの見解に応えて答弁権を求めた。サウディアラビアは、国連決議

に基づき、イェーメンの合法的政府の要請でイェーメンに介入した。 

 シリア・アラブ共和国: イェーメンにおけるサウディアラビアの権利侵害は、委員会へのプレゼンテー

ションで、学校と病院の破壊と子どもたちの殺害を描写している報告書からパラグラフを撤回せよとの

サウディの圧力に言及した特別報告者 Leila Zerrougui によって文書化されている。我が国は、この問題

に関する行動の欠如について人権理事会議長に質問を出したが、答えを得られなかった。 

 スーダン: 米国のコメントに応えるが、米国によって課された 20 年以上にわたる一方的な制裁にもか

かわらず、人権理事会でその書類に対して米国が公約を行ったことを想起する。 

 サウディアラビア: シリアの言葉を「根拠のない」ものとし、サウディアラビアが、Ms. Zerrougui に

報告書の部分を撤回するよう説得したことはないことを強調する。さらに、イェーメンでの連合軍は、

病院を破壊したことはなく、そのような破壊はフーシー(Houthis)によって行われたものである。 
 

 

11 月 8 日(火)午後 第 46 回会議 
 

決議の紹介(継続) 

7. 女性性器切除を撤廃する努力の強化(A/C.3/71/L.15) 

 主提案国: ブルキナファソ、ニジェール(アフリカ諸国グループを代表) 

 共同提案国: アンティグァ・バーブダ、中国、レバノン、パラオ、ヴェトナム 
 

8. 人権と極度の貧困(A/C.3/71/L.22) 

  主提案国: ペルー 

 共同提案国: アンティグァ・バーブダ、アルゼンチン、バングラデシュ、ハイティ、ホンデュラス、モ

ンゴル、パナマ、パラグァイ、東ティモール、ウガンダ 
 

9. 死刑の使用の一時停止(A/C.3/L.27) 

  主提案国: モンゴル 

 共同提案国: アルバニア、アンドラ、アンゴラ、アルゼンチン、アルメニア、オーストラリア、オース

トリア、ベルギー、ベナン、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、ブラジル、ブルガリア、カーボヴェルデ、

カナダ、チリ、コロンビア、コンゴ共和国、コスタリカ、コーティヴォワール、クロアチア、キプロス、

チェコ共和国、デンマーク、ドミニカ共和国、エクアドル、エルサルヴァドル、エストニア、フィンラ

ンド、フランス、ジョージア、ドイツ、ギリシャ、ギニアビサウ、ホンデュラス、ハンガリー、アイス

ランド、アイルランド、イスラエル、イタリア、ラトヴィア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルク

センブルグ、マルタ、メキシコ、ミクロネシア連邦国家、モナコ、モンゴル、モンテネグロ、オランダ、
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ニュージーランド、ノルウェー、パラオ、パナマ、パラグァイ、ポーランド、ポルトガル、モルドヴァ

共和国、ルーマニア、サンマリノ、セルビア、スロヴァキア、スロヴェニア、スペイン、スウェーデン、

スイス、旧ユーゴスラヴ・マケドニア共和国、東ティモール、ウクライナ、英国、ウルグァイ、ヴスェ

ネズエラ・ボリヴァリアン共和国、ボリヴィア多民族国家、フィジー、ハイティ、モザンビーク、サモ

ア、シエラレオネ、ソマリア、トーゴ 
 

10. 平和への権利宣言(A/C.3/71/L.29) 

  主提案国: キューバ 

 共同提案国: アルジェリア、ボリヴィア多民族国家、朝鮮民主主義人民共和国、エリトリア、ナミビア、

ニカラグァ、シリア・アラブ共和国、ヴェネズエラ・ボリヴァリアン共和国、ヴェトナム、ベラルーシ、

カメルーン、中央アフリカ共和国、中国、ラオ人民民主主義共和国、ミャンマー、南アフリカ、トーゴ、

ジンバブエ 
 

11. シリア・アラブ共和国の人権状況(A/C.3/71/L.24) 

  主提案国: カタール 

 共同提案国: オーストラリア、バーレーン、カナダ、フランス、ヨルダン、クウェート、ミクロネシア

連邦国家、モロッコ、パラオ、サウディアラビア、セネガル、トルコ、ウクライナ、アラブ首長国連邦、

英国、米国、ベルギー、コモロ、エストニア、ジョージア、ドイツ、日本、ラトヴィア、リトアニア、

ルクセンブルグ、モーリタニア、オランダ、オマーン、ソマリア、旧ユーゴスラヴ・マケドニア共和国、

イェーメン 

 当該国ステートメント: シリア・アラブ共和国 
 

12. イラン・イスラム共和国の人権状況(A/C.3/71/L.25) 

  主提案国: カナダ 

 共同提案国: アルバニア、アンドラ、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、クロア

チア、キプロス、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、アイス

ランド、アイルランド、イスラエル、イタリア、ラトヴィア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルク

センブルグ、マルタ、ミクロネシア連邦国家、モナコ、オランダ、ノルウェー、パラオ、ポーランド、

ポルトガル、モルドヴァ共和国、ルーマニア、スロヴァキア、スロヴェニア、スペイン、スウェーデン、

英国、米国、旧ユーゴスラヴ・マケドニア共和国 

 当該国ステートメント: イラン・イスラム共和国 
 

13. 自治領クリミア共和国とセヴァストポル市の人権状況(A/C.3/71/L.26) 

  主提案国: ウクライナ 

 共同提案国: オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、クロアチア、チェコ共

和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ジョージア、ドイツ、ハンガリー、ラトヴ

ィア、リトアニア、ルクセンブルグ、オランダ、パラオ、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロ

ヴァキア、スロヴェニア、スペイン、スウェーデン、トルコ、英国、米国、アルバニア、アイルランド、

イタリア、日本、マルタ、モンテネグロ、ノルウェー、モルドヴ共和国 

 当該国ステートメント: ロシア連邦、アクライナ 
 

議事項目 63(継続) 
 

一般討論(継続) 

  ナミビア、イラク、コロンビア、カザフスタン、インドネシア、南アフリカ、エリトリア、イラン・

イスラム共和国、ラトヴィア、ボツワナ、キューバ、インド 
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一般討論でのステートメントの状態 

 A: ステートメント総数          B: 国グルーブによるステートメント 

 C: 加盟国によるステートメント      D: 国際団体によるステートメント 

 E: 女性によるステートメント       F: 男性によるステートメント 
 

議事項目 A B C D E F 

社会開発 92 8 82 2 41(内青年 19)、38% 65(内青年 13)、61% 

犯罪防止・麻薬 60 4 56 0 10、 17% 50、 82% 

女性の地位向上 114 7 104 3 62、54% 52(内青年 1)、46% 

子どもの権利 103 6 93 4 52、50% 51、50% 

先住民族 33 5 26 2 18、54.5% 15、45.5% 

人権条約 34 3 30 1 13、38% 21、62% 

人権問題 52 5 46 1 22、42% 30、58% 

人種主義 37 4 33 0 17、46% 20、54% 

難民 45 1 42 2 17、38% 28、62% 

人権理事会 15 1 14 0 6、40% 9、60% 

総計 585 44 526 15 25810、43% 34110、57% 

 
 

11 月 10 日(木)午後 第 47 回会議 
 

決議の紹介(継続) 

13. ナチズム、ネオ・ナチズム及びその他の現代の形態の人種主義・人種差別・外国人排斥・関連する不

寛容を煽る慣行の賞賛との闘い(A/C.3/71/L.45) 

  主提案国: ロシア連邦 

 共同提案国: バングラデシュ、ベラルーシ、ボリヴィア多民族国家、ブルンディ、中国、キューバ、朝

鮮民主主義人民共和国、エリトリア、インド、カザフスタン、ミャンマー、ニカラグァ、パキスタン、

スーダン、シリア・アラブ共和国、タジキスタン、ヴェネズエラ・ボリヴァリアン共和国、ヴェトナム、

ジンバブエ、アンゴラ、アゼルバイジャン、ベナン、ギニア、キルギスタン、ラオ人民民主主義共和国、

モーリタニア、モロッコ、ナミビア、南アフリカ、トルクメニスタン、ウズベキスタン 
 

14. 人種主義・人種差別・外国人排斥・関連する不寛容の全面撤廃と「ダーバン宣言と行動計画」の包括

的実施とフォローアップのための具体的行動の世界的呼びかけ(A/C.3/71/L.48) 

  主提案国: タイ(G77/中国を代表) 

  

15. 民族自決権へのパレスチナ人の権利(A/C.3/71/L.50) 

  主提案国: エジプト 

 共同提案国: アルジェリア、アルメニア、ベラルーシ、ベナン、ボリヴィア多民族国家、ブルガリア、

中国、朝鮮民主主義人民共和国、エルサルヴァドル、エリトリア、ガンビア、インドネシア、イラク、

ヨルダン、クウェート、レバノン、モーリタニア、モロッコ、ナミビア、ニカラグァ、オマーン、ポル

トガル、サウディアラビア、セネガル、スーダン、シリア・アラブ共和国、テュニジア、アラブ首長国

連邦、ウズベキスタン、ヴェトナム、イェーメン、アンゴラ、アンティグァ・バーブダ、オーストリア、

アゼルバイジャン、バーレーン、バングラデシュ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、コモロ、

コンゴ共和国、クロアチア、キプロス、チェコ共和国、デンマーク、ジブティ、フィンランド、ドイツ、

ギリシャ、ギニアビサウ、クァイアナ、ハンガリー、インド、イタリア、カザフスタン、ラオ人民民主

主義共和国、ラトヴィア、リビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、マダガスカル、マレーシア、マ

ルタ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、パキスタン、ポーランド、カタール、モルドヴァ共

和国、ルーマニア、セントヴィンセント・グレナディーン、スロヴァキア、スロヴェニア、スリランカ、

                                                 
10 ステートメント総数と男女によるステートメントの総数が合わないのは、1 つのステートメントに対して国が 2 人または 3 人の青年

代表を出している場合があるからである。 
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スウェーデン、タジキスタン、旧ユーゴスラヴ・マケドニア共和国、東ティモール、ウガンダ、英国、

ヴェネズエラ・ボリヴァリアン共和国、ジンバブエ 
 

16. 民主的で公正な国際秩序の推進(A/C.3/71/L.30) 

  主提案国: キューバ 

 共同提案国: ボリヴィア多民族国家、中国、朝鮮民主主義人民共和国、エクアドル、エルサルヴァドル、

エリトリア、インド、モーリタニア、ナミビア、ニカラグァ、パキスタン、スーダン、シリア・アラブ

共和国、ヴェネズエラ・ボリヴァリアン共和国、ヴエトナム、アンゴラ、バングラデシュ、ベラルーシ、

ボツワナ、コモロ、コンゴ共和国、コーティヴォワール、イラン・イスラム共和国、ラオ人民民主主義

共和国、マダガスカル、ミャンマー、ロシア連邦、セントヴィンセント・グレナディーン、スリランカ、

ヴガンダ、ジンバブエ 
 

17. 食糧への権利(A/C.3/71/L.31) 

  主提案国: キューバ 

 共同提案国: アルジェリア、ボリヴィア多民族国家、中国、エクアドル、エリトリア、フィジー、ホン

デュラス、インド、ヨルダン、クウェート、モーリタニア、モンゴル、ミャンマー、ナミビア、ネパー

ル、ニカラグァ、パナマ、スーダン、シリア・アラブ共和国、トルクメニスタン、ヴェネズエラ・ボリ

ヴァリアン共和国、ヴェトナム、アンゴラ、アンティグァ・バーブダ、バングラデシュ、ベラルーシ、

ベナン、カーボヴェルデ、カメルーン、中央アフリカ共和国、コモロ、コンゴ共和国、コーティヴォワ

ール、ジプティ、ガンビア、グァテマラ、ギニア、グァイアナ、イラン・イスラム共和国、ラオ人民民

主主義共和国、リベリア、マダガスカル、モロッコ、パラグァイ、カタール、ロシア連邦、セントルシ

ア、セントヴィンセント・グレナディーン、セネガル、南アフリカ、南スーダン、スリランカ、スリナ

ム、タジキスタン、テュニジア、ウガンダ、アラブ首長国連邦、ジンバブエ 
 

18. 行方不明の人々(A/C.3/71/L.41) 

  主提案国: アゼルバイジャン、エルサルヴァドル 

 共同提案国: ベラルーシ、ジョージア、カザフスタン、モロッコ、パナマ、ペルー、ウルグァイ、ウズ

ベキスタン 
 

19. 犯罪防止と犯人の待遇のための国連アフリカ機関(A/C.3/71/L.4/Rev.1) 

  主提案国: ニジェール、ウガンダ(アフリカ諸国グループを代表) 
 

決議の採択(継続) 

4. 国連難民高等弁務官事務所のプログラム執行委員会の拡大(A/C.3/71/L.43)---PBI なし 

  提案国: フィジー、リトアニア、パラグァイ 

 コンセンサスで決議を採択 
 

 

11 月 15 日(火)午前 第 48 回会議 
 

決議の紹介(継続) 

20. 民族自決権の普遍的実現(A/C.3/71/L.49) 

  主提案国: パキスタン 

 共同提案国: アルジェリア、アルメニア、アゼルバイジャン、バーレーン、ベラルーシ、ボリヴィア多

民族国家、中国、エルサルヴァドル、エリトリア、ギニア、イラン・イスラム共和国、ヨルダン、クウ

ェート、レバノン、リベリア、マレーシア、ナミビア、オマーン、ロシア連邦、サウディアラビア、ス

ーダン、タジキスタン、タイ、アラブ首長国連邦、ヴェトナム、ジンバブエ、アンゴラ、アンティグァ・

バーブダ、ベリーズ、ベナン、ブラジル、ブルネイ・ダルサーラム、ブルキナファソ、ブルンディ、カ

メルーン、エクアドル、エジプト、ガーナ、グァイアナ、ホンデュラス、ジャマイカ、リビア、マダガ

スカル、モルディヴ、ニカラグァ、パラオ、パラグァイ、カタール、セネガル、セイシェル、シンガポ

ール、ソマリア、南アフリカ、スワジランド、テュニジア、ウガンダ、ヴェネズエラ・ボリヴァリアン

共和国、イェーメン、ザンビア 
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21. 開発への権利(A/C.3/71/L.32) 

  主提案国: キューバ(非同盟運動と中国を代表) 

  共同提案国: パラオ 
 

33. 人権と一方的強制措置(A/C.3/71/L.33) 

  主提案国: キューバ(非同盟運動と中国を代表) 

  共同提案国: ロシア連邦 
 

34. 人権の分野での国際協力の強化(A/C.3/71/L.34) 

  主提案国: キューバ(非同盟運動と中国を代表) 

  共同提案国: ロシア連邦 
 

人権状況についての No-ation 動議 

 賛成国: ヴェネズエラ・ボリヴァリアン共和国(非同盟運動を代表)、ベラルーシ、中国、キューバ 

 反対国: サウディアラビア、ノルウェー(オーストラリア、アイスランド、リヒテンシュタイン、ニュ

ージーランド、スイスを代表) 

  賛成 32 票、反対 101 票、棄権 32 で、No-action 動議を否決。 
 

決議の採択(継続) 

5. 朝鮮民主主義人民共和国の人権状況(A/C.3/71/L.23)---PBI なし 

  主提案国: 日本 

 共同提案国: アンドラ、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、クロアチア、

キプロス、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハ

ンガリー、アイスランド、アイルランド、イスラエル、イタリア、ラトヴィア、リヒテンシュタイン、

リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、ミクロネシア連邦国家、モナコ、オランダ、パラオ、ポーラン

ド、ポルトガル、韓国、モルドヴァ共和国、ルーマニア、スロヴァキア、スロヴェニア、スペイン、ス

ウェーデン、スイス、ウクライナ、英国、米国、アルバニア、アルゼンチン、ベナン、ボスニア・ヘル

ツェゴヴィナ、チリ、ジョージア、ホンデュラス、モルディヴ、マーシャル諸島、モンテネグロ、ニュ

ージーランド、ノルウェー、サンマリノ、セルビア、旧ユーゴスラヴ・マケドニア共和国、トルコ 

 ステートメント: スロヴェニア(欧州連合を代表)、朝鮮民主主義人民共和国、オスとラリア(カナダ、ア

イスランド、リヒテンシュタイン、ニュージーランドも代表)、米国 

 口頭で修正の決議をコンセンサスで採択 

 採択後ステートメント: シリア・アラブ共和国、ロシア連邦、キューバ、中国、韓国、エジプト、シン

ガポール、ブラジル、イラン・イスラム共和国、ヴェネズエラ・ボリヴァリアン共和国、ミャンマー、

ベラルーシ、ブルンディ 
 

6. シリア・アラブ共和国の人権状況(A/C.3/71/L.24)---PBI なし 

 主提案国: サイウディアラビア 

 共同提案国: オーストラリア、バーレーン、カナダ、フランス、ヨルダン、クウェート、ミクロネシア

連邦国家、モロッコ、パラオ、カタール、セネガル、トルコ、ウクライナ、アラブ首長国連邦、英国、

米国、アルバニア、アンドラ、オーストリア、ベルギー、コモロ、クロアチア、チェコ共和国、デンマ

ーク、ジブティ、エストニア、フィンランド、ジョージア、ドイツ、ハンガリー、アイスランド、アイ

ルランド、イタリア、日本、ラトヴィア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、

モーリタニア、モナコ、モンテネグロ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、オマーン、ポーラ

ンド、ポルトガル、韓国、ルーマニア、サンマリノ、スロヴァキア、ソマリア、スペイン、スウェーデ

ン、旧ユーゴスラヴ・マケドニア共和国、イェーメン 

 ステートメント: シリア・アラブ共和国 

 票決前ステートメント: スロヴァキア(欧州連合を代表)、英国、米国、トルコ、カタール、イラン・イ

スラム共和国、朝鮮民主主義人民共和国 

 ステートメント: シリア・アラブ共和国 

 会議中断後ステートメント: 事務局、シリア・アラブ共和国 

 賛成 116 票、反対 15 票、棄権 49 票で決議を採択 
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 票決後ステートメント: イラン・イスラム共和国、キューバ、レバノン、日本、メキシコ、バラグァイ 
 

 

11 月 15 日(火)午後 第 49 回会議 
 

決議の採択(継続) 

6. シリア・アラブ共和国の人権状況(継続) 

  票決後ステートメント: ボリヴィア多民族国家、ブラジル、エジプト、アルゼンチン、チリ、ロシア連

邦、ギリシャ、ベラルーシ、シンガポール、ハンガリー、ニカラグァ、コスタリカ、ボリヴィア多民族

国家 
 

7. イラン・イスラム共和国の人権状況(A/C.3/71/L.25)---PBI なし 

 主提案国: カナダ 

 追加共同提案国: ホンデュラス、サンマリノ、旧ユーゴスラヴ・マケドニア共和国 

 ステートメント: イラン・イスラム共和国 

 票決前ステートメント: サウディアラビア、朝鮮民主主義人民共和国、韓国、シリア・アラブ共和国、

キューバ、パキスタン 

 口頭で修正の決議を賛成 85、反対 35、棄権 63 で採択 

 票決後ステートメント: メキシコ、イラン・イスラム共和国、ロシア連邦、ブラジル、ヴェネズエラ・

ボリヴァリアン共和国、日本、イェーメン、ミャンマー、チリ、ベラルーシ、ハンガリー、シンガポー

ル、英国、米国 
 

8. 自治領クリミア共和国とセヴァストポル市(ウクライナ)の人権状況(A/C.3/71/L.26)---PBI あり 

 主提案国:ウクライナ 

 追加共同提案国: アルバニア、アイスランド、イタリア、日本、マルタ、マーシャル諸島、モンテネグ

ロ、ニュージーランド、ノルウェー、モルドヴァ共和国 

 ステートメント: ロシア連邦 

 票決前ステートメント: 英国、米国、アゼルバイジャン、ジョージア、シリア・アラブ共和国、チリ、

朝鮮民主主義人民共和国、ベラルーシ、ヴェネズエラ・ボリヴァリアン共和国、中国 

 賛成 71 票、反対 23 票、棄権 76 票で決議を採択 

 票決後ステートメント: メキシコ、ブラジル、キプロス、キルギスタン、カザフスタン、ミャンマー、

グァテマラ、キューバ、ギリシャ、スイス(リヒテンシュタインも代表)、アルゼンチン、アルジェリア、

シンガポール、パキスタン、イラン・イスラム共和国 
 

答弁権行使 

 サウディアラビア: 以前のステートメントを明確にし、我が国政府は、他の国がそうでなくても、いつ

も「正道を行く」ことを強調する。 

 イラン・イスラム共和国: 間違った非難を繰り返すことは、その主張に合法性を与えるものではない。

サウディアラビアのコメントに対しては、平和に暮らす意向がなければならないことを述べる。 

 シリア・アラブ共和国: 多くの代表団は、シリア人の苦しみについて語ったが、これは委員会の範囲を

超えるものである。 
  

決議の採択(継続) 

9. 犯罪防止と犯人の取り扱いのための国連アフリカ機関(A/C.3/71/L.4/Rev.1)---PBI なし 

 主提案国: ウガンダ、ニジェール(アフリカ諸国グループを代表) 

  共同提案国: オスとリア、イタリア 

 コンセンサスで決議を採択 
 

決議の紹介(継続) 

35. 人権理事会報告書(A/C.3/71/L.46) 

  主提案国: ボツワナ(アフリカ諸国グループを代表) 

  共同提案国: パキスタン、カタール、ロシア連邦、サウディアラビア、アラブ首長国連邦 
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11 月 17 日(木)午前 第 50 回会議 
 

決議の紹介(継続) 

36. グローバル化とそれがすべての人権の完全享受に与えるインパクト(A/C.3/71/L.37) 

  主提案国: エジプト 

 共同提案国: 中国、エリトリア、アルジェリア、アンゴラ、バーレーン、バングラデシュ、ベラルーシ、

ベナン、ボリヴィア多民族国家、ブルキナファソ、ブルンディ、カーボヴェルデ、カメルーン、中央ア

フリカ共和国、コーティヴォワール、キューバ、ジブティ、ドミニカ共和国、エクアドル、エチオピア、

ガーナ、ギニア、ギニアビサウ、グァイアナ、ハイティ、ホンデュラス、インド、インドネシア、イラ

ン・イスラム共和国、ヨルダン、ケニア、クウェート、レバノン、リビア、マダガスカル、マリ、モー

リタニア、モロッコ、ニカラグァ、ニジェール、ナイジェリア、オマーン、パキスタン、パプアニュー

ギニア、カタール、セントルシア、サウディアラビア、セネガル、南アフリカ、スーダン、テュニジア、

ウガンダ、アラブ首長国連邦、タンザニア連合共和国、ウズベキスタン、ヴェネズエラ・ボリヴァリア

ン共和国、ヴェトナム、イェーメン、ジンバブエ 

 

決議の採択(継続) 

10. 女性性器切除撤廃のための世界的努力の強化(A/C.3/71/L.15/Rev.1)---PBI なし 

 主提案国: ブルキナファソ、ニジェール、ボツワナ(アフリカ諸国グループを代表) 

  追加共同提案国: アルバニア、アンドラ、アルメニア、オーストラリア、オーストリア、バハマ、ベル

ギー、ボリヴィア多民族国家、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、ブルガリア、カナダ、チリ、コロンビア、

コスタリカ、クロアチア、キューバ、キプロス、チェコ共和国、デンマーク、ドミニカ共和国、エクア

ドル、エルサルヴァドル、エストニア、フィンランド、フランス、ジョージア、ドイツ、ギリシャ、ハ

イティ、ハンガリー、アイスランド、イラク、アイルランド、イスラエル、日本、ヨルダン、ラトヴィ

ア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルグ、モルディヴ、マルタ、モナコ、モンテネグロ、

オランダ、ニュージーランド、ニカラグァ、ノルウェー、パナマ、パプア・ニューギニア、パラグァイ、

ペルー、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、韓国、モルドヴァ共和国、ルーマニア、サンマリノ、

セルビア、スロヴァキア、スロヴァニア、スペイン、スウェーデン、スイス、タイ、旧ユーゴスラヴ・

マケドニア共和国、トルコ、ウクライナ、英国、米国、ウルグァイ、ヴェネズエラ・ボリヴァリアン共

和国 

 コンセンサスで決議を採択 

 決議内容は(公式文書(2)30 頁を参照) 
 

11. 国連難民高等弁務官事務所(A/C.3/71/L.44)---PBI なし 

  主提案国: オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、クロアチア、デンマーク、フィンランド、

フランス、ドイツ、ギリシャ、グァテマラ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、日本、リヒテンシ

ュタイン、ルクセンブルグ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、スロヴァキア、スペイン、スウェー

デン、スイス、ザンビア 

 共同提案国: アルバニア、アンドラ、アルゼンチン、アルメニア、オーストラリア、アゼルバイジャン、

ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、ブルキナファソ、チリ、コロンビア、コスタリカ、コーティヴォワール、

キプロス、チェコ共和国、エストニア、エチオピア、ジョージア、ハイティ、ホンデュラス、アイスラ

ンド、ラトヴィア、リトアニア、マダガスカル、メキシコ、モンゴル、モンテネグロ、ニュージーラン

ド、ニジェール、ナイジェリア、パナマ、パラグァイ、フィリピン、ポルトガル、韓国、モルドヴァ共

和国、ルーマニア、セルビア、スロヴェニア、タイ、旧ユーゴスラヴ・マケドニア共和国、トルコ、ウ

ガンダ、ウクライナ、タンザニア連合共和国、ウルグァイ 

 ステートメント: 米国、スイス(リヒテンシュタインとニュージーランドも代表)、英国、キューバ、ス

ロヴァキア(欧州連合を代表) 

  コンセンサスで決議を採択 
 

12. ナチズム、ネオ・ナチズム及びその他の現代の形態の人種主義・人種差別・外国人排斥・関連する不

寛容を煽る慣行の賞賛との闘い(A/C.3/71/L.45/Rev.1)---PBI なし 

  主提案国：ロシア連邦 
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 追加共同提案国: アルジェリア、アルメニア、ブラジル、ブルキナファソ、中央アフリカ共和国、コン

ゴ共和国、コーティヴォワール、エチオピア、ガンビア、ガーナ、ギニアビサウ、グァイアナ、ヨルダ

ン、マリ、ニジェール、ナイジェリア、フィリピン、ルワンダ、セルビア、シエラレオネ、南スーダン、

テュニジア、ウガンダ、タンザニア連合共和国 

 票決前ステートメント: ベラルーシ(集団的安全保障条約団体を代表)、シリア・アラブ共和国、ウクラ

イナ、米国 

 賛成 131 票、反対 3 票、棄権 48 票で、決議を採択 

 票決後ステートメント: スロヴァキア(欧州連合、旧ユーゴスラヴ・マケドニア共和国、ジョージア、

モンテネグロ、モルドヴァ共和国を代表)、リヒテンシュタイン(カナダ、アイスランド、ノルウェー、ス

イスも代表)、キプロス、ギリシャ、ベラルーシ、アゼルバイジャン、アルメニア 
 

13. 死刑使用の一時停止(A/C.3/71/L.27)---PBI なし 

 主提案国: アルゼンチン 

 追加共同提案国: アルジェリア、ボリヴィア多民族国家、エリトリア、フィジー、ギニア、ハイティ、

マダガスカル、マーシャル諸島、モザンビーク、サモア、シエラレオネ、ソマリア、トーゴ、ヴァヌア

トゥ 

 修正案(A/C.3/71/L.54)---PBI なし 

  主提案国: シンガポール 

  共同提案国: アフガニスタン、アンティグァ・バーブダ、バハマ、ベラルーシ、ベリーズ、ブルネイ・

ダルサーラム、朝鮮民主主義人民共和国、グァイアナ、イラン・イスラム共和国、クウェート、レソ

ト、リビア、マレーシア、ニジェール、セントキッツ・ネヴィス、スーダン、スリナム、シリア・ア

ラブ共和国、トリニダード・トバゴ、ヴェトナム 

  票決前ステートメント: ボツワナ、エジプト、ブラジル、スイス、賛成 76 票、反対 72 票、棄権 26

票で修正案を採択 

  会議中断の動議: ミクロネシア連邦国家     

  ステートメント: シンガポール、委員会事務局 

  賛成 80 票、反対 53 票、棄権 26 票で会議を中断 

会議再開後 A/C.3/71/L.27 の採択 

 口頭で修正され、修正案によって修正された決議の共同提案国: レソト、南アフリカ   

 採択前ステートメント: ミクロネシア連邦国家、スロヴァキア(欧州連合を代表)、英国、アルゼンチン

(ブラジル、コロンビア、コスタリカ、ドミニカ共和国、エルサルヴァドル、ホンデュラス、メキシコ、

パナマ、パラグァイ、ウルグァイも代表)、カナダ(オーストラリア、アイスランド、リヒテンシュタイン、

ノルウェー、スイスも代表)、ホーリーシー、アンゴラ、ニュージーランド、アルバニア、イスラエル、

アルメニア、ウクライナ、チリ、ハイティ、カーボヴェルデ、フィジー、シンガポール、シリア・アラ

ブ共和国、ペルー、トリニダード・トバゴ、パプアニューギニア 

 修正案票決後ステートメント: コモロ 

 口頭で修正され、修正案で修正された決議をコンセンサスで採択 
 

 

11 月 17 日(木)午後 第 51 回会議 
 

決議の採択(継続) 

13. 死刑使用の一時停止 

 採択後ステートメント: レソト、インド、ミャンマー、カタール(サイウディアラビア、クウェート、

オマーンも代表)、ロシア連邦、スーダン、イラン・イスラム共和国、米国、バングラデシュ、モロッコ、

イェーメン、日本、エジプト、モルドヴァ共和国、モンゴル、ヴェトナム 
 

14. 司法行政における人権(A/C.3/71/L.28/Rev.1)---PBI なし 

 主提案国: オーストリア 

 共同提案国: アルメニア、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、ブラジル、ブルガリア、チリ、コ

スタリカ、クロアチア、キプロス、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、ガンビア、

ジョージア、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、ラトヴィア、リヒテンシ
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ュタイン、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、モンゴル、モンテネグロ、オランダ、ノルウェー、

パラオ、パナマ、パラグァイ、ペルー、ポーランド、ポルトガル、韓国、モルドヴァ共和国、スロヴァ

キア、スロヴェニア、南アフリカ、スペイン、スウェーデン、スイス、旧ユーゴスラヴ・マケドニア共

和国、ウクライナ、ウルグァイ、アルバニア、アンドラ、アルゼンチン、オーストラリア、カナダ、ド

ミニカ共和国、ジブティ、エルサルヴァドル、フランス、グァテマラ、ホンデュラス、インド、イスラ

エル、イタリア、レバノン、リベリア、メキシコ、モナコ、モロッコ、ニュージーランド、フィリピン、

ルーマニア、サンマリノ、セルビア、タイ 

 コンセンサスで決議を採択 

 採択後ステートメント: 米国 
 

15. 不寛容、否定的固定観念、汚名、差別、暴力のそそのかし、宗教または信念に基づく人に対する暴力

との闘い(A/C.3/71/L.35/Rev.1)---PBI なし 

 主提案国: エジプト(イスラム協力団体を代表) 

  共同提案国: ブルンディ、中央アフリカ共和国、エリトリア、オーストラリア、ボリヴィア多民族国家、

カナダ、中国、コンゴ共和国、キューバ、ガーナ、日本、リベリア、ニュージーランド、スワジランド、

タイ、ヴェネズエラ・ボリヴァリアン共和国 

 コンセンサスで決議を採択 
 

16. 宗教または信念の自由(A/C.3/71/L.36/Rev.1)---PBI なし 

 主提案国: スロヴァキア(欧州連合を代表) 

  共同提案国: アルバニア、アンドラ、アルメニア、オーストリア、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴヴ

ィナ、ブルガリア、カナダ、クロアチア、キプロス、チェコ共和国、デンマーク、エルサルヴァドル、

エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ラ

トヴィア、レバノン、リベリア、リトアニア、ルクセンブルグ、マダガスカル、マルタ、モナコ、モン

テネグロ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、モルドヴァ共和国、ルーマニア、サンマ

リノ、セルビア、スロヴェニア、スペイン、スウェーデン、旧ユーゴスラヴ・マケドニア共和国、英国、

アルゼンチン、オーストラリア、ブラジル、チリ、コロンビア、コスタリカ、ドミニカ共和国、ガーナ、

ジョージア、グァテマラ、ギニア、アイスランド、イスラエル、レソト、リヒテンシュタイン、ニュー

ジーランド、ナイジェリア、パラオ、パナマ、ペルー、フィリピン、韓国、スワジランド、スイス、タ

イ、トルコ、ウガンダ、ウクライナ、米国 

 コンセンサスで決議を採択 
 

 

11 月 18 日(金)午前 第 52 回会議 
 

決議の採択(継続) 

17. 国際家族年 20 周年とそれ以降のフォローアップ(A/C.3/71/L.6/Rev.1)---PBI なし 

 主提案国: タイ 

 共同提案国: カザフスタン、ベラルーシ、ロシア連邦、トルコ 

 口頭で修正の決議をコンセンサスで採択。 

 採択後ステートメント: 米国、スロヴァキア(欧州連合を代表)、メキシコ 
 

18. 第二回高齢者問題世界会議のフォローアップ(A/C.3/71/L.7)---PBI なし 

 主提案国: タイ(G77/中国を代表) 

  共同提案国: メキシコ、アルバニア、オーストリア、クロアチア、アイスランド、イタリア、カザフス

タン、リヒテンシュタイン、マルタ、モナコ、ポルトガル、韓国、モルドヴァ共和国、サンマリノ、セ

ルビア、スロヴァキア、スロヴェニア、旧ユーゴスラヴ・マケドニア共和国、トルコ、英国、米国 

 コンセンサスで決議を採択 

 採択後ステートメント: ロシア連邦 
 

19. 人権を侵害し、民族自決権の行使を妨げる手段としての傭兵の使用(A/C.3/71/L.42)---PBI なし 

 主提案国: キューバ 
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 共同提案国: アルジェリア、ベラルーシ、ボリヴィア多民族国家、中国、キューバ、朝鮮民主主義人民

共和国、エルサルヴァドル、エリトリア、インド、ミャンマー、ナミビア、ニカラグァ、スーダン、シ

リア・アラブ共和国、ヴェネズエラ・ボリヴァリアン共和国、アルジェリア、ベリーズ、ボツワナ、ブ

ルンディ、中央アフリカ共和国、チリ、コモロ、ドミニカ共和国、エクアドル、エジプト、ガーナ、ラ

オ人民民主主義共和国、リビア、マダガスカル、マレーシア、ナイジェリア、ペルー、セントヴィンセ

ント・グレナディーン、スリランカ、ウガンダ、ウルグァイ、ジンバブエ 

 賛成 117 票、反対 50 票、棄権 6 票で決議を採択 

 票決後ステートメント: アルゼンチン、スロヴェニア(欧州連合を代表)、イラク、ノルウェー 
 

20. 平和への権利に関する宣言(A/C.3/71/L.29)---PBI なし 

 主提案国: キューバ 

 追加共同提案国: ベナン、コロンビア、コスタリカ、エクアドル、エジプト、エルサルヴァドル、ガー

ナ、インドネシア、ナイジェリア、パラグァイ、セネガル、スーダン、ウガンダ 

 票決前ステートメント: 米国、アイスランド(オーストラリア、リヒテンシュタイン、ニュージーラン

ド、ノルウェーも代表) 

 口頭で修正の決議を賛成 116 票、反対 34 票、棄権 19 票で採択。 

 票決後ステートメント: スロヴァキア(欧州連合を代表)、日本、カナダ、イラン・イスラム共和国、リ

ヒテンシュタイン(オーストリア、ベルギー、コスタリカ、エルサルヴァドル、エストニア、アイスラン

ド、ラトヴィア、リトアニア、ルクセンブルグ、ポーランド、スロヴェニア、スイスも代表)、シリア・

アラブ共和国 
 

21. 人権分野での国際協力の強化(A/C.3/71/L.34)---PBU なし 

 主提案国: キューバ(非同盟運動と中国を代表) 

  追加共同提案国: エルサルヴァドル、パラグァイ、ロシア連邦  

 コンセンサスで決議を採択 

 採択後ステートメント: 米国 
 

22. 司法外・即決・恣意的刑の執行(A/C.3/71/L.38/Rev.1)---PBI なし 

 主提案国: スウェーデン(北欧諸国を代表) 

  共同提案国: アルバニア、アンドラ、アルゼンチン、アルメニア、オーストラリア、オーストリア、ベ

ルギー、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、ブラジル、ブルガリア、カナダ、チリ、コロンビア、コスタリ

カ、クロアチア、キプロス、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ジョ

ージア、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イタリア、ラトヴィア、リヒ

テンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、メキシコ、モナコ、モンテネグロ、オランダ、

ニュージーランド、ノルウェー、パナマ、パラグァイ、ポーランド、ポルトガル、韓国、モルドヴァ共

和国、ルーマニア、サンマリノ、スロヴァキア、スロヴェニア、スペイン、スイス、ウクライナ、英国、

ウルグァイ 

 修正案(A/C.3/71/L.53)---PBI なし 

  主提案国: ウズベキスタン(イスラム協力団体を代表)---PBI なし 

  共同提案国: 中央アフリカ共和国、ロシア連邦 

  票決前ステートメント: スウェーデン(北欧諸国及 A/C.3/71/L.83/Rev.1の共同提案国を代表)、米国、

英国、スイス(オーストラリア、カナダ、リヒテンシュタイン、ニュージーランドも代表)、コスタリカ 

  賛成 60 票、反対 80 票、棄権 27 票で、修正案を否決 

  票決後ステートメント: オーストラリア、ウズベキスタン(イスラム協力団体を代表)、ブルンディ 

  As/C.3/71/L.83/Rev.1 の票決前ステートメント: エジプト、スウェーデン 

 賛成 106 票、反対 0 票、棄権 69 票で決議を採択 

 票決後ステートメント: ロシア連邦、スーダン、ジャマイカ、米国、シンガポール 
 

23. 国連犯罪防止と刑事司法プログラム、特に技術期宇力能力の強化(A/C.3/71/L.12/Rev.1)---PBI あり 

 主提案国: イタリア 
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 共同提案国: アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベナン、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、

ブルガリア、中国、コスタリカ、キプロス、エリトリア、フランス、ドイツ、レバノン、リベリア、ポ

ーランド、ポルトガル、タイ、旧ユーゴスラヴ・マケドニア共和国 

 次回会議まで採択を延期 
 

 

11 月 21 日(月)午前 第 53 回会議 
 

決議の採択(継続) 

24. 産科フィステュラをなくす努力の強化(A/C.3/71/L.16/Rev.1)---PBI なし 

 主提案国: セネガル、ニジェール(アフリカ諸国グループを代表) 

  共同提案国: ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、ボツワナ、中国、エルサルヴァドル、日本、レバノン、モ

ンゴル、パラオ、パラグァイ、東ティモール、ヴェトナム、アルバニア、アンドラ、アンティグァ・バ

ーブダ、オーストラリア、アゼルバイジャン、バハマ、バルバドス、ベルギー、ベリーズ、ボリヴィア

多民族国家、ブラジル、ブルガリア、カナダ、チリ、コロンビア、コスタリカ、クロアチア、キューバ、

キプロス、ドミニカ共和国、エクアドル、エストニア、フランス、ジョージア、ギリシャ、グァテマラ、

ハンガリー、インドネシア、イスラエル、イタリア、ラトヴィア、リトアニア、モルディヴ、マルタ、

モナコ、ミャンマー、ニュージーランド、ニカラグァ、ノルウェー、ペルー、フィリピン、ポーランド、

ポルトガル、韓国、モルドヴァ共和国、ルーマニア、サンマリノ、セルビア、シンガポール、スロヴァ

キア、スロヴェニア、スイス、タイ、旧ユーゴスラヴ・マケドニア共和国、トルコ、ウクライナ、米国、

ウルグァイ、ヴェネズエラ・ボリヴァリアン共和国、イェーメン 

 採択前ステートメント: ホーリーシー 

 コンセンサスで決議を採択 

 採択後ステートメント: スロヴァキア(欧州連合を代表)、ノルウェー、ジャマイカ(カリブ海共同体を代

表)、アイスランド(アルゼンチン、オーストラリア、コロンビア、リヒテンシュタイン、メキシコ、ニュ

ージーランドも代表)、セネガル、インド 

 決議内容(公式文書(2)の 34 頁を参照 
 

25. 人権理事会報告書(A/C.3/71/L.46)---PBI なし 

 主提案国: ボツワナ(アフリカ諸国グループを代表) 

  追加共同提案国: イェーメン 

 修正案(A/C.3/71/L.52)---PBI なし 

  主提案国: ブラジル 

  共同提案国: アルバニア、アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、

カナダ、チリ、コロンビア、コスタリカ、クロアチア、キプロス、チェコ共和国、デンマーク、エル

サルヴァドル、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、グァテマラ、アイスラン

ド、アイルランド、イタリア、日本、ラトヴィア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブル

グ、マルタ、メキシコ、モナコ、モンテネグロ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、パラオ、

パナマ、ポルトガル、韓国、モルドヴァ共和国、サンマリノ、スロヴァキア、スロヴェニア、スペイ

ン、スウェーデン、スイス、英国、米国、ウルグァイ、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、ジョージア、

ホンデュラス、ハンガリー、ポーランド、ルーマニア、セルビア、旧ユーゴスラヴ・マケドニア共和

国 

  票決前ステートメント: ボツワナ(アフリカ諸国グループを代表)、スロヴァキア(欧州連合を代表)、

米国、韓国、メキシコ、日本、エジプト(イスラム協力団体を代表)、タイ、コンゴ共和国、シンガポー

ル、イスラエル、ジャマイカ、イェーメン、カメルーン、ロシア連邦、南アフリカ、ブルンディ、ナ

イジェリア 

  賛成 84 票、反対 77 票、棄権 17 票で修正案を採択 

  票決後ステートメント: ノルウェー(オーストラリア、カナダ、アイスランド、リヒテンシュタイン、

ニュージーランド、スイスも代表)、パラグァイ、マレーシア、チリ(アルゼンチン、ブラジル、コロン

ビア、コスタリカ、エルサルヴァドル、メキシコ、ウルグァイも代表) 

 (A/C.3/71/L.46)の採択 
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 票決前ステートメント: ロシア連邦、ボツワナ(アフリカ諸国グループを代表)、エジプト(イスラム協力

団体を代表)、ナイジェリア、イスラエル、リヒテンシュタイン(オーストラリア、カナダ、アイスランド、

ニュージーランド、ノルウェー、スイスも代表)、マリ 

 共同提案国辞退: ロシア連邦 

 口頭で修正し、修正案で修正された決議を賛成 94 票、反対 3 票、棄権 80 票で採択 

 票決後ステートメント: スロヴァキア(欧州連合を代表)、コスタリカ、英国、ナウル、シンガポール、

ベラルーシ、イラン・イスラム共和国、ボツワナ(アフリカ諸国グループを代表)、モーリタニア、ジャマ

イカ、リビア、ウガンダ、カメルーン、イェーメン、スーダン、タンザニア連合共和国、ニジェール 
 

26. 民族自決権の普遍的実現(A/C.3/71/L.49)---PBI なし 

 主提案国: パキスタン 

 追加共同提案国: アルバニア、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、ガンビア、キルギスタン、レソト、

ナイジェリア、ルワンダ、シエラレオネ、シリア・アラブ共和国、トーゴ 

 ステートメント: 南アフリカ、コンゴ民主共和国 

 コンセンサスで決議を採択 

 採択後ステートメント: スペイン、米国、アルゼンチン、パプアニューギニア 
 

 

11 月 21 日(月)午後 第 54 回会議 
 

決議の採択(継続) 

27. 女性と女児に対するあらゆる形態の暴力を防止し、撤廃する努力の強化: ドメスティック・ヴァイオ

レンス(A/C.3/71/L.21/Rev.1)---PBI なし 

 主提案国: フランス 

 共同提案国: アルメニア、オーストラリア、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、ブルガリア、カ

ナダ、中央アフリカ共和国、クロアチア、キプロス、ジョージア、ドイツ、ギリシャ、ギニアビサウ、

アイスランド、レバノン、リベリア、ルクセンブルグ、モーリタニア、モンゴル、オランダ、パラオ、

パラグァイ、モルドヴァ共和国、スペイン、スリナム、旧ユーゴスラヴ・マケドニア共和国、ウクライ

ナ、米国、アルバニア、アンドラ、アルゼンチン、オーストリア、バハマ、バルバドス、ベラルーシ、

ベリーズ、ボリヴィア多民族国家、ブラジル、ブルキナファソ、カーボヴェルデ、チャド、チリ、コロ

ンビア、コスタリカ、チェコ共和国、デンマーク、ドミニカ共和国、エストニア、フィンランド、ガン

ビア、ガーナ、ギニア、ホンデュラス、ハンガリー、アイルランド、イタリア、日本、カザフスタン、

ラトヴィア、レソト、リヒテンシュタイン、リトアニア、マダガスカル、モルディヴ、マルタ、メキシ

コ、モナコ、モンテネグロ、モロッコ、ナミビア、ニュージーランド、ノルウェー、パナマ、ペルー、

フィリピン、ポーランド、ポルトガル、韓国、ルーマニア、サンマリノ、セネガル、セルビア、セイシ

ェル、シエラレオネ、スロヴァキア、スロヴェニア、スリランカ、スワジランド、スウェーデン 

スイス、タイ、トルコ、英国、タンザニア連合共和国、ウルグァイ、ヴェネズエラ・ボリヴァリアン共

和国 

 口頭で修正の決議をコンセンサスで採択 

 採択後ステートメント: セントルシア(カリブ海共同体を代表)、エジプト(アルジェリア、カメルーン、

セルビア、マレーシア、オマーン、パキスタン、サウディアラビア、スーダン、シリア・アラブ共和国、

イェーメンも代表)、イェーメン、ジブティ、メキシコ、カタール、オーストラリア(アイスランド、リヒ

テンシュタイン、ニュージーランドも代表)、イラク、ナイジェリア、イラン・イスラム共和国、米国、

ホーリーシー 

 決議内容: 「公式文書(2)」39 頁を参照 
 

28.民族自決権へのパレスチナ人の権利(A/C.3/71/L.50)---PBI なし 

 主提案国: エジプト 

 追加共同提案国: アフガニスタン、アルバニア、アンドラ、ベリーズ、ブルネイ・ダルサーラム、ブル

キナファソ、ブルンディ、中央アフリカ共和国、チャド、チリ、コスタリカ、キューバ、エクアドル、

エチオピア、フランス、ガーナ、ギニア、アイスランド、アイルランド、ジャマイカ、ケニア、レソト、

リベリア、ルクセンブルグ、モルディヴ、マリ、モーリシャス、モナコ、モンテネグロ、ミャンマー、
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ニジェール、ナイジェリア、ペルー、ロシア連邦、サンマリノ、セルビア、セイシェル、シエラレオネ、

ソマリア、南アフリカ、スペイン、スリランカ、パレスチナ国、スリナム、スイス、トルコ、ウクライ

ナ、タンザニア連合共和国、ウルグァイ、ヴェネズエラ・ボリヴァリアン共和国 

 票決前ステートメント: イスラエル 

 賛成 170 票、反対 7 票、棄権 5 票で決議を採択 

 票決後ステートメント: アルゼンチン、パレスチナ国 
 

29. 人権と極度の貧困(A/C.3/71/L.22/Rev.1)---PBI なし 

 主提案国: ペルー 

 追加共同提案国: ブラジル、中央アフリカ共和国、中国、コスタリカ、エルサルヴァドル、グァテマラ、

ハイティ、マダガスカル、モロッコ、ペルー、南アフリカ、スリランカ、ヴェネズエラ・ボリヴァリア

ン共和国、アルバニア、アルジェリア、アンドラ、アルメニア、オーストラリア、オーストリア、ベル

ギー、ベリーズ、ボリヴィア多民族国家、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、ブルガリア、カーボヴェルデ、

カメルーン、カナダ、チャド、コロンビア、クロアチア、キューバ、キプロス、チェコ共和国、デンマ

ーク、ドミニカ共和国、エクアドル、エジプト、エリトリア、エストニア、フィンランド、フランス、

ジョージア、ドイツ、ギリシャ、ギニア、ギニアビサウ、ハンガリー、アイスランド、インド、アイル

ランド、イタリア、ジャマイカ、日本、ケニア、ラトヴィア、レバノン、リベリア、リヒテンシュタイ

ン、リトアニア、ルクセンブルグ、マレーシア、マリ、マルタ、メキシコ、モナコ、モンテネグロ、ナ

ミビア、オランダ、ニュージーランド、ニカラグァ、ナイジェリア、ノルウェー、フィリピン、ポーラ

ンド、ポルトガル、韓国、モルドヴァ共和国、ルーマニア、ロシア連邦、サンマリノ、セネガル、セル

ビア、シエラレオネ、スロヴァキア、スロヴェニア、スペイン、スウェーデン、タイ、旧ユーゴスラヴ・

マケドニア共和国、テュニジア、トルコ、ウクライナ、英国、タンザニア連合共和国、ウルグァイ 

 コンセンサスで決議を採択 

 採択後ステートメント: 米国 

 

30. 民主的で公正な国際秩序の推進(A/C.3/71/L.30/Rev.1)---PBI なし 

 主提案国: キューバ 

 追加共同提案国: アルジェリア、ブルンディ、インドネシア、リビア、ベリーズ、ブルキナファソ、中

央アフリカ共和国、チャド、コンゴ共和国、ドミニカ共和国、ガンビア、ガーナ、ギニアビサウ、マレ

ーシア、セントルシア、タンザニア連合共和国 

 票決前ステートメント: スロヴァキア(欧州連合を代表) 

 賛成 123 票、反対 53 票、棄権 6 票で決議を採択 
  

31. 食糧への権利(A/C.3/71/L.31/Rev.1)---PBI なし 

 主提案国: キューバ 

 追加共同提案国: アンゴラ、アンティグァ・バーブダ、バングラデシュ、ベラルーシ、ベナン、ブルキ

ナファソ、ブルンディ、カーボヴェルデ、カメルーン、中央アフリカ共和国、コモロ、コンゴ共和国、

コーティヴォワール、ジブティ、エルサルヴァドル、ガンビア、ドイツ、グァテマラ、ギニア、グァイ

アナ、アイスランド、インドネシア、イラン・イスラム共和国、日本、ケニア、ラオ人民民主主義共和

国、リベリア、リビア、マダガスカル、モロッコ、パラグァイ、ポルトガル、カタール、ロシア連邦、

セントルシア、セントヴィンセント・グレナディーン、セネガル、南アフリカ、南スーダン、スリラン

カ、スリナム、スワジランド、タジキスタン、テュニジア、ウガンダ、アラブ首長国連邦、ジンバブエ、

アルバニア、アンドラ、オーストリア、バハマ、バルバドス、ベルギー、ベリーズ、ボスニア・ヘルツ

ェゴヴィナ、ブルガリア、チャド、コスタリカ、クロアチア、キプロス、コンゴ民主共和国、デンマー

ク、ドミニカ共和国、エジプト、フランス、ギリシャ、ギニアビサウ、ハイティ、ハンガリー、アイル

ランド、イタリア、ジャマイカ、ラトヴィア、レバノン、リヒテンシュタイン、ルクセンブルグ、マラ

ウィ、マレーシア、モルディヴ、マルタ、メキシコ、モナコ、モンテネグロ、ナイジェリア、フィリピ

ン、ポーランド、韓国、モルドヴァ共和国、ルーマニア、セントキッツ・ネヴィス、サンマリノ、サウ

ディアラビア、セルビア、シエラレオネ、スロヴァキア、スロヴェニア、スペイン、スイス、タイ、旧

ユーゴスラヴ・マケドニア共和国、東ティモール、トルコ、ウクライナ、タンザニア連合共和国、ヴァ

ヌアトゥ、イェーメン 
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 口頭で修正の決議をコンセンサスで採択 

 採択後ステートメント: 米国、スロヴァキア(欧州連合を代表)、カナダ 
 

32. 開発への権利(A/C.3/71/L.32/Rev.1)---PBI なし 

 主提案国: キューバ(非同盟運動を代表) 

  追加共同提案国: パラオ、エルサルヴァドル 

 票決前ステートメント: 米国、英国、スイス 

 賛成 138 票、反対 3 票、棄権 39 票で決議を採択 

 票決後ステートメント: スロヴァキア(欧州連合を代表)、メキシコ、カナダ、バングラデシュ、リヒテ

ンシュタイン(オーストラリア、アイスランド、ニュージーランド、スイスも代表) 
 

33. 人権と一方的強制措置(A/C.3/71/L.33/Rev.1)---PBI なし 

 主提案国: キューバ(非同盟運動を代表) 

  追加共同提案国: ロシア連邦 

 票決前ステートメント: 米国 

 賛成 128 票、反対 54 票、棄権 0 票で決議を採択 
  

34. グローバル化とそれがすべての人権の完全享受に与えるインパクト(A/C.3/71/L.37)---PBI なし 

 主提案国: エジプト 

 追加共同提案国: アンティグァ・バーブダ、ベリーズ、チャド、コモロ、コンゴ民主共和国、エルサル

ヴァドル、ガンビア、リベリア、マレーシア、モルディヴ、ナミビア、フィリピン、セントヴィンセン

ト・グレナディーン、シエラレオネ、スワジランド 

 票決前ステートメント: スロヴァキア(欧州連合を代表) 

 賛成 128 票、反対 53 票、棄権 2 票で決議を採択 

 票決後ステートメント: メキシコ 
 

35. ディジタル時代のプライヴァシーへの権利(A/C.3/71/L.39/Rev.1)---PBI なし 

 主提案国: ブラジル、ドイツ 

 共同提案国: アルバニア、アルゼンチン、アルメニア、オーストリア、ベルギー、ボスニア・ヘルツェ゛

ヴィナ、ブラジル、ブルガリア、チリ、コスタリカ。クロアチア、キプロス、チェコ共和国、デンマー

ク、ドミニカ共和国、エルサルヴァドル、エストニア、フィンランド、フランス、ギリシャ、ホンデュ

ラス、ハンガリー、アイスランド、インドネシア、アイルランド、ラトヴィア、レバノン、リヒテンシ

ュタイン、ルクセンブルグ、マルタ、メキシコ、モンテネグロ、オランダ、パナマ、パラグァイ、ペル

ー、ポーランド、ポルトガル、モルドヴァ共和国、スロヴァキア、スロヴェニア、スペイン、スウェー

デン、スイス、旧ユーゴスラヴ・マケドニア共和国、ウルグァイ、アンゴラ、ベリーズ、ボリヴィア多

民族国家、エクアドル、エリトリア、ジョージア、ガーナ、グァテマラ、ギニア、イタリア、レソトリ

トアニア、マレーシア、モロッコ、ノルウェー、ルーマニア、セントルシア、セントヴィンセント・グ

レナディーン、セルビア、東ティモール、トルコ、ウクライナ、ヴェネズエラ・ボリヴァリアン共和国 

 ステートメント: 南アフリカ、キューバ 

 コンセンサスで決議を採択 

 採択後ステートメント: ロシア連邦、米国、カナダ 
 

 

11 月 22 日(火)午前 第 55 回会議 
 

決議の採択(継続) 

36. 「国連汚職禁止条約｣に従って、汚職の慣行と汚職からの利益の送金の防止とこれとの闘い、資産の

回復とそのような資産の合法的所有者、特に本国への返還の促進(A/C.3/71/L.11/Rev.1)---PBI あり 

 主提案国: コロンビア 

 共同提案国: アルゼンチン、ボツワナ、ブラジル、コスタリカ、メキシコ、タイ、アルバニア、アルジ

ェリア、オーストリア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、ブルンディ、チャド、チリ、コンゴ共和国、ク

ロアチア、キューバ、キプロス、デンマーク、エクアドル、エジプト、エルサルヴァドル、フランス、



47 

 

ガンビア、ガーナ、ギリシャ、グァテマラ、ギニア、ホンデュラス、インド、イタリア、ジャマイカ、

レソト、リビア、マルタ、モンゴル、モンテネグロ、オランダ、ニジェール、パナマ、バラグァイ、ペ

ルー、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、カタール、ロシア連邦、セネガル、セルビア、シエラレ

オネ、スペイン、ウクライナ、英国、タンザニア連合共和国、ウルグァイ、ヴェネズエラ・ボリヴァリ

アン共和国 

 採択前ステートメント: ナイジェリア 

 コンセンサスで決議を採択 

 採択後ステートメント: ロシア連邦 
 

37. 国連犯罪防止、刑事司法プログラム、特に技術協力能力の強化(A/C.3/71/L.12/Rev.1)---PBI あり 

 主提案国:イタリア 

 共同提案国: アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベナン、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、

ブルガリア、中国、コスタリカ、キプロス、エリトリア、フランス、ドイツ、レバノン、リベリア、ポ

ーランド、ポルトガル、タイ、旧ユーゴスラヴ・マケドニア共和国、アルバニア、アルジェリア、アン

ドラ、アンゴラ、アンティグァ・バーブダ、バハマ、バルバドス、ベラルーシ、ベリーズ、ベナン、ボ

ツワナ、ブルキナファソ、カメルーン、カナダ、中中央アフリカ共和国、チャド、チリ、コロンビア、

コーティヴォワール、クロアチア、キューバ、チェコ共和国、デンマーク、ドミニカ共和国、エジプト、

エルサルヴァドル、エストニア、フィンランド、ジョージア、ガーナ、ギリシャ、グァテマラ、ギニア、

ギニアビサウ、グァイアナ、ハイティ、ホンデュラス、ハンガリー、アイスランド、インド、イラク、

アイルランド、イスラエル、イタリア、ジャマイカ、日本、カザフスタン、キルギスタン、ラトヴィア、

レソト、リビア、リトアニア、ルクセンブルグ、マラウィ、マレーシア、メキシコ、ミクロネシア連邦

国家、モンゴル、モンテネグロ、モロッコ、オランダ、ナイジェリア、ノルウェー、パラオ、パナマ、

パラグァイ、ペルー、フィリピン、カタール、韓国、モルドヴァ共和国、ルーマニア、ロシア連邦、ル

ワンダ、セントキッツ・ネヴィス、セントルシア、セントヴィンセント・グレナディーン、サンマリノ、

サウディアラビア、セネガル、セルビア、シエラレオネ、シンガポール、スロヴァキア、スロヴェニア、

スペイン、スウェーデン、スイス、タジキスタン、テュニジア、トルコ、ウガンダ、ウクライナ、英国、

タンザニア連合共和国、米国、ウルグァイ 

 採択前ステートメント: 南アフリカ 

 口頭で修正の決議をコンセンサスで採択 

 採択後ステートメント: ロシア連邦 
 

口頭での決定 

1. 公式文書 A/71/94、A/71/96 及び A/71/119 に留意することを決定 
 

決議の採択(継続) 

38. 社会開発世界サミット及び第 24 回特別総会の成果の実施(A/C.3/71/L.5/Rev.1)---PBI なし 

 主提案国: タイ(G77/中国を代表) 

  共同提案国: カザフスタン、オーストリア、ベラルーシ、ベルギー、デンマーク、フランス、ギリシャ、

イタリア、ルクセンブルグ、オランダ、ポルトガル、韓国、ルーマニア、スロヴェニア、スペイン、旧

ユーゴスラヴ・マケドニア共和国、トルコ 

 口頭で修正の決議をコンセンサスで採択 

 採択後ステートメント: 米国 
 

39. 子ども結婚、早期・強制結婚(A/C.3/71/L.13/Rev.1)---PBI あり 

 主提案国: カナダ 

 追加共同提案国: オーストラリア、ベナン、ボリヴィア多民族国家、ブルガリア、中央アフリカ共和国、

チリ、グァテマラ、ギニア、ギニアビサウ、イスラエル、レバノン、リベリア、リヒテンシュタイン、

マダガスカル、ノルウェー、パラオ、パナマ、パラグァイ、スペイン、タイ、旧ユーゴスラヴ・マケド

ニア共和国、米国、ヴェネズエラ・ボリヴァリアン共和国、ヴエトナム、アルバニア、アンドラ、アン

ゴラ、オーストリア、ベルギー、ブラジル、ブルンディ、チャド、コロンビア、コスタリカ、クロアチ

ア、キプロス、チェコ共和国、デンマーク、ドミニカ共和国、エリトリア、エストニア、エチオピア、

フィンランド、フランス、ガンビア、ドイツ、ガーナ、ギリシャ、ホンデュラス、ハンガリー、アイル
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ランド、日本、カザフスタン、ラトヴィア、レソト、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、マーシャ

ル諸島、メキシコ、モナコ、モンテネグロ、ニュージーランド、パプアニューギニア、フィリピン、ポ

ーランド、ポルトガル、韓国、モルドヴァ共和国、ルーマニア、サモア、サンマリノ、セネガル、セル

ビア、セイシェル、シエラレオネ、スロヴァキア、スロヴェニア、スウェーデン、スイス、テュニジア、

トルコ、トルクメニスタン、ウガンダ、ウクライナ、タンザニア連合共和国、ウルグァイ、ヴァヌアト

ゥ 

 口頭で修正の決議をコンセンサスで採択 

採択後ステートメント: メキシコ、グァイアナ(カリブ海共同体を代表)、カタール(湾岸アラブ諸国協力

会議を代表)、ホーリーシー 

決議内容は「公式文書(2)」47 頁を参照。 

 

40. いじめからの子どもの保護(A/C.3/71/L.18/Rev.1)---PBI あり 

 主提案国: メキシコ 

 共同提案国: アルメニア、オーストラリア、カナダ、中央アフリカ共和国、コロンビア、ホンデュラス、

アイスランド、イスラエル、リベリア、ニュージーランド、ノルウェー、パラオ、パラグァイ、ペルー、

スペイン、ウルグァイ、ヴェネズエラ・ボリヴァリアン共和国、アルバニア、アンドラ、アルゼンチン、

オーストラリア、オーストリア、バハマ、ベルギー、ボリヴィア多民族国家、ボスニア・ヘルツェゴヴ

ィナ、ブルガリア、チャド、チリ、コスタリカ、クロアチア、キューバ、キプロス、デンマーク、ドミ

ニカ共和国、エクアドル、エルサルヴァドル、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシ

ャ、グァテマラ、ハンガリー、インドネシア、アイルランド、イタリア、日本、カザフスタン、ラトヴ

ィア、レソト、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、ミクロネシア連邦国家、

モナコ、モンテネグロ、モロッコ、オランダ、ニカラグァ、パナマ、フィリピン、ポーランド、ポルト

ガル、韓国、ルーマニア、サンマリノ、セルビア、セイシェル、シエラレオネ、スロヴァキア、スロヴ

ェニア、スウェーデン、スイス、旧ユーゴスラヴ・マケドニア共和国、トルコ、ウクライナ、英国、タ

ンザニア連合共和国、米国 

 コンセンサスで決議を採択 

 採択後ステートメント: スロヴァキア(欧州連合を代表)、アイスランド(アルバニア、アルゼンチン、オ

ーストラリア、オーストリア、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、ブラジル、ブルガリア、カナ

ダ、チリ、コロンビア、コスタリカ、クロアチア、キプロス、チェコ共和国、デンマーク、エクアドル、

エストニア、エルサルヴァドル、フィンランド、フランス、ドイツ、ホンデュラス、イタリア、アイル

ランド、イスラエル、日本、ラトヴィア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルグ、マルタ、オランダ、

ニュージーランド、ノルウェー、ペルー、ポルトガル、ルーマニア、セルビア、スロヴェニア、スペイ

ン、スウェーデン、スイス、ウクライナ、英国、米国、ウルグァイも代表) 
 

41. 子どもの権利(A/C.3/71/L.20/Rev.1)---PBI なし 

 主提案国: ウルグァイ 

 共同提案国: アルバニア、アンドラ、アンティグァ・バーブダ、アルゼンチン、オーストリア、バハマ、

バルバドス、ベルギー、ベリーズ、ボリヴィア多民族国家、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、ブラジル、

ブルガリア、中央アフリカ共和国、チリ、コロンビア、コスタリカ、クロアチア、キューバ、キプロス、

チェコ共和国、デンマーク、ドミニカ、ドミニカ共和国、エクアドル、エルサルヴァドル、エストニア、

フィンランド、フランス、ジョージア、ドイツ、ギリシャ、グレナダ、グァテマラ、グァイアナ、ハイ

ティ、ホンデュラス、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イタリア、ジャマイカ、ラトヴィア、

レバノン、リベリア、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、メキシコ、モナコ、モンゴル、モンテネ

グロ、オランダ、ニカラグァ、ナイジェリア、ノルウェー、パナマ、パラグァイ、ペルー、ポーランド、

ポルトガル、モルドヴァ共和国、ルーマニア、セントキッツ・ネヴィス、セントルシア、セントヴィン

セント・グレナディーン、サンマリノ、セルビア、スロヴァキア、スロヴェニア、スペイン、スリナム、

スウェーデン、旧ユーゴスラヴ・マケドニア共和国、東ティモール、トリニダード・トバゴ、ウクライ

ナ、英国、ヴェネズエラ・ボリヴァリアン共和国、アルメニア、オーストラリア、カナダ、中央アフリ

カ共和国、チャド、日本、レバノン、レソト、リヒテンシュタイン、ニュージーランド、ナイジェリア、

ノルウェー、パラオ、パプアニューギニア、フィリピン、韓国、スリランカ、スイス、トルコ 

 口頭による修正: スーダン 
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 口頭によるステートメントの票決の要求: ウルグァイ 

 修正案票決前ステートメント: スロヴァキア(欧州連合を代表)、リヒテンシュタイン(オーストラリア、

カナダ、アイスランド、ニュージーランド、ノルウェー、スイスも代表) 

  賛成 23 票、反対 100 票、棄権 33 票で口頭での修正案を否決 

 A/C.3/71/L.20/Rev.1 をコンセンサスで採択 

 採択後ステートメント: 米国、ガーナ(アフリカ諸国グループを代表)、スーダン、ロシア連邦、サウデ

ィアラビア(湾岸アラブ諸国協力会議を代表)、スイス、イェーメン、イラン・イスラム共和国、シンガポ

ール、モロッコ 
 

口頭での決定(継続) 

2. A/71/41、A/71/413 及び A/71/277 に留意することを決定 
 

 

11 月 22 日(火)午後 第 56 回会議 
 

決議の採択(継続) 

42. 「あらゆる形態の人種差別撤廃に関する条約」(A/C.3/71/L.47)---PBI なし 

 主提案国: ベルギー 

 共同提案奈国: アルメニア、オーストラリア、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、ブルガリア、

カナダ、チリ、キプロス、ジョージア、ドイツ、アイルランド、ヨルダン、リトアニユア、ルクセンブ

ルグ、パナマ、スロヴェニア、スペイン、英国、米国、アルバニア、アンドラ、アルゼンチン、バング

ラデシュ、ベラルーシ、ベナン、ボリヴィア多民族国家、ブラジル、カーボヴェルデ、中央アフリカ共

和国、中国、コロンビア、コスタリカ、クロアチア、チェコ共和国、デンマーク、ドミニカ共和国、エ

クアドル、エストニア、フィンランド、フランス、ガンビア、ギリシャ、グァテマラ、ギニア、ギニア

ビサウ、ホンデュラス、ハンガリー、アイスランド、インド、イスラエル、イタリア、ジャマイカ、日

本、カザフスタン、ケニア、ラトヴィア、レバノン、レソト、リベリア、リヒテンシュタイン、マダガ

スカル、マルタ、モナコ、モンゴル、モンテネグロ、モロッコ、オランダ、ニュージーランド、ナイジ

ェリア、ノルウェー、パラオ、パラグァイ、ポーランド、ポルトガル、韓国、モルドヴァ共和国、ルー

マニア、サンマリノ、セネガル、セルビア、スロヴァキア、スリランカ、スウェーデン、スイス、旧ユ

ーゴスラヴ・マケドニア共和国、タイ、東ティモール、テュニジア、トルコ、ウクライナ、タンザニア

連合共和国、ヴェネズエラ・ボリヴァリアン共和国、ザンビア 

 口頭で修正の決議をコンセンサスで採択 
 

43. 人種主義、人種差別、外国人排斥、関連する不寛容の全面的撤廃と「ダーバン宣言と行動計画」の包

括的実施とフォローアップのための具体的行動の世界的呼びかけ(A/C.3/71/L.48/Rev.1)---PBI あり 

 主提案国: タイ(G77/中国を代表) 

  共同提案国: ロシア連邦 

 票決前ステートメント: シリア・アラブ共和国、イスラエル、スロヴァキア(欧州連合を代表) 

 賛成 123 票、反対 10 票、棄権 44 票で、口頭で修正の決議を採択 
 

口頭での決定(継続) 

3. A/71/301 と A/71/288 に留意することを決定 
 

決議の採択(継続) 

44. 人権条約機関制度(A/C.3/71/L.19/Rev.1---PBI なし 

 主提案国: アイスランド 

 共同提案国: オーストラリア、オーストリア、カナダ、コスタリカ、キプロス、デンマーク、フィンラ

ンド、アイスランド、イスラエル、リヒテンシュタイン、モロッコ、オランダ、ノルウェー、スウェー

デン、英国、アルバニア、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、ブルガリア、チリ、コロンビア、

クロアチア、チェコ共和国、ドミニカ共和国、エルサルヴァドル、エストニア、フランス、ジョージア、

ドイツ、ガーナ、グァテマラ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、日本、ラトヴィア、リトアニア、

ルクセンブルグ、マルタ、モナコ、モンテネグロ、ニュージーランド、パナマ、パラグァイ、ペルー、
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ポーランド、ポルトガル、モルドヴァ共和国、ルーマニア、サンマリノ、セルビア、スロヴァキア、ス

ロヴェニア、スペイン、スイス、旧ユーゴスラヴ・マケドニア共和国、テュニジア、トルコ、ウクライ

ナ 

 賛成 164 票、反対 0 票、棄権 2 票で決議を採択 

 採択後ステートメント: オーストリア、アイスランド 
 

45. 人権の推進と保護におけるオンブズマン、仲裁者及びその他の国内人権機関の役割(A/C.3/71/L.40 

/Rev.1)---PBI なし 

 主提案国: モロッコ 

 共同提案国: オーストラリア、オーストリア、アゼルバイジャン、バーレーン、ボスニア・ヘルツェゴ

ヴィナ、クロアチア、キプロス、ジブティ、フィンランド、ドイツ、グァテマラ、アイスランド、イス

ラエル、ヨルダン、カザフスタン、ルクセンブルグ、マダガスカル、モーリタニア、モンゴル、モロッ

コ、オランダ、スイス、英国、アルジェリア、アンドラ、アルゼンチン、アルメニア、ベルギー、ベナ

ン、ブラジル、ブルガリア、ブルキナファソ、ブルンディ、カナダ、チリ、コモロ、コンゴ、コスタリ

カ、コーティヴォワール、チェコ共和国、デンマーク、エジプト、エルサルヴァドル、エリトリア、エ

ストニア、フランス、ジョージア、ガーナ、ギリシャ、ギニア、ホンデュラス、ハンガリー、インド、

アイルランド、イタリア、日本、ラトヴィア、レバノン、リベリア、リビア、リトアニア、マリ、マル

タ、モンテネグロ、ニュージーランド、ノルウェー、パナマ、ペルー、ポーランド、ポルトガル、カタ

ール、韓国、モルドヴァ共和国、ルーマニア、サモア、セネガル、セルビア、スロヴァキア、スロヴェ

ニア、スペイン、スウェーデン、旧ユーゴスラヴ・マケドニア共和国、タイ、テュニジア、トルコ、ウ

ガンダ、ウクライナ、タンザニア連合共和国、ウルグァイ、ザンビア 

 コンセンサスで決議を採択 
 

46. 行方不明の人々(A/C.3/71/L.41/Rev.1)---PBI なし 

 主提案国: モロッコ 

 共同提案国: アゼルバイジャン、ベラルーシ、エルサルヴァドル、ジョージア、グァテマラ、日本、カ

ザフスタン、パナマ、パラグァイ、ペルー、モルドヴァ共和国、ウルグァイ、ウズベキスタン、アルバ

ニア、アンドラ、アルゼンチン、アルメニア、オーストリア、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、

ブラジル、ブルガリア、カナダ、チリ、コスタリカ、クロアチア、キプロス、チェコ共和国、デンマー

ク、エジプト、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、イタリア、ラ

トヴィア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、モンテネグロ、オランダ、ポ

ーランド、ポルトガル、ルーマニア、セルビア、スロヴァキア、スロヴェニア、スペイン、スウェーデ

ン、スイス、旧ユーゴスラヴ・マケドニア共和国、タジキスタン、テュニジア、ウクライナ、米国、ヴ

ェネズエラ・ボリヴァリアン共和国 

 コンセンサスで決議を採択 

 採択後ステートメント: アルメニア 
 

口頭での決定(継続) 

4.議事項目 68(a)の下での文書 A/71/268、A/71/270、A/71/272、A/71/289、及び議事項目 68(b)の下での

文書 A/71/56、A/71/254、A/71/255、A/71/278、A/71/259、A/71/280、A/71/281、A/71/284、A/71/285、

A/71/291、A/71/299、A/71/302、A/79/304、A/71/305、A/71/310、A/71/314、A/71/317、A/71/319、A/71/344

及び A/71/344/Corr.1、A/71/348、A/71/358、A/71/384、A/71/385 及び A/71/567 並びに議事項目 68(c)

の下での文書 A/71/308、A/71/361、A/71/394 及び A/71/554 に留意することに決定。 
 

 

11 月 23 日(水)午前 第 57 回会議 
 

決議の採択(継続) 

47. 障害者のための包摂的開発(A/C.3/71/L.8/Rev.1)---PBI なし 

 主提案国: フィリピン 

 共同提案国: アルゼンチン、アルメニア、バングラデシュ、ベナン、中央アフリカ共和国、コスタリカ、

エルサルヴァドル、ギニアビサウ、カザフスタン、リベリア、マダガスカル、モーリタニア、パラオ、
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パラグァイ、ペルー、セネガルル、スリランカ、テュニジア、タンザニア連合共和国、アルバニア、ア

ルジェリア、アンドラ、アンゴラ、アンティグァ・バーブダ、オーストラリア、オーストリア、バハマ、

バルバドス、ベルギー、ベリーズ、ボリヴィア多民族国家、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、ブラジルブ

ルガリア、ブルキナファソ、ブルンディ、カーボヴェルデ、カナダ、チリ、コロンビア、コーディヴォ

ワール、クロアチア、キプロス、チェコ共和国、デンマーク、ドミニカ共和国、エクアドル、エジプト、

エリトリア、エストニア、エチオピア、フィジー、フィンランド、フランス、ジョージア、ドイツ、ギ

リシャ、グァテマラ、ギニア、ハイティ、ホンデュラス、ハンガリー、アイスランド、インド、インド

ネシア、アイルランド、イタリア、ジャマイカ、日本、ケニア、ラトヴィア、レバノン、レソト、リト

アニア、ルクセンブルグ、マルタ、メキシコ、モンゴル、モンテネグロ、モロッコ、ナミビア、オラン

ダ、ニュージーランド、ニカラグァ、ニジェール、ノルウェー、パナマ、ポーランド、ポルトガル、カ

タール、韓国、モルドヴァ共和国、ルーマニア、サンマリノ、サウディアラビア、セルビア、シンガポ

ール、スロヴァキア、スロヴェニア、南アフリカ、スペイン、スーダン、スワジランド、スウェーデン、

旧ユーゴスラヴ・マケドニア共和国、タイ、トルコ、ウガンダ、ウクライナ、アラブ首長国連邦、英国、

米国、ウルグァイ、ヴェネズエラ・ボリヴァリアン共和国、ザンビア 

 口頭で修正の決議をコンセンサスで採択 

 採択後ステートメント: ニュージーランド(オーストラリア、カナダ、アイスランド、リヒテンシュタ

イン、ノルウェー、スイスも代表)、米国、バングラデシュ 
 

口頭による決定(継続) 

5. 文書 A/71/188 に留意することを決定 
 

決議の採択(継続) 

48. 女性と女児の人身取引(A/C.2/71/L.14/Rev.1)---PBI なし 

 主提案国: フィリピン 

 共同提案国: アルゼンチン、アルメニア、オーストラリア、ベナン、中央アフリカ共和国、キプロス、

ドイツ、ギニアビサウ、ハンガリー、アイスランド、リベリア、マダガスカル、メキシコ、ニュージー

ランド、ノルウェー、パラグァイ、ペルー、ルワンダ、米国、アンドラ、オーストリア、バハマ、バン

グラデシュ、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、ブラジル、ブルガリア、カナダ、

チャド、チリ、コロンビア、コスタリカ、クロアチア、キプロス、チェコ共和国、デンマーク、ドミニ

カ共和国、エクアドル、エルサルヴァドル、エストニア、フィンランド、フランス、ジョージア、ギリ

シャ、グァテマラ、ギニア、ホンデュラス、インドネシア、アイルランド、イスラエル、イタリア、日

本、カザフスタン、ラトヴィア、レソト、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルグ、モルデ

ィヴ、マルタ、モナコ、モンテネグロ、モロッコ、オランダ、ニュージーランド、パナマ、ポーランド、

ポルトガル、韓国、モルドヴァ共和国、ルーマニア、サンマリノ、セネガル、スロヴァキア、スロヴェ

ニア、スペイン、スリランカ、スウェーデン、スイス、旧ユーゴスラヴ・マケドニア共和国、タイ、東

ティモール、テュニジア、トルコ、ウクライナ、英国、ウルグァイ 

 修正案(A/C.3/71/L.55)の提案: スーダン 

 修正案票決の提案: フィリピン 

 修正案票決前ステートメント: リヒテンシュタイン(オーストラリア、カナダ、アイスランド、ニュー

ジーランド、ノルウェー、スイスも代表)、スロヴァキア(欧州連合を代表)、チリ 

 賛成 19 票、反対 106 票、棄権 32 票で修正案を否決 

 票決後ステートメント: ロシア連邦、エジプト、モロッコ 

 A/C.3/71/L.14/Rev.1 のの採択 

 ステートメント: スーダン 

 コンセンサスで決議を採択 

 採択後ステートメント: ロシア連邦、ブルンディ 

 決議内容: 「公式文書(2)」51 頁を参照。 
 

口頭による決定(継続) 

6. 公式文書 A/71/38、A/71/209、A/71/219 及び A/71/398 に留意することを決定 
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決議の採択(継続) 

49. アフリカの難民、帰還民、国内避難民への支援(A/C.3/71/L.51/Rev.1)---PBI なし 

 主提案国: ボツワナ、ガーナ(アフリカ諸国グループを代表) 

  共同提案国: 中国、東ティモール 

 口頭で修正の決議をコンセンサスで採択 

 採択後ステートメント: スロヴァキア(欧州連合を代表)、日本、オーストラリア(カナダ、アイスランド、

リヒテンシュタイン、ニュージーランド、ノルウェー、スイスも代表)、メキシコ、キューバ 
 

50. 世界の麻薬問題に対処し、これと闘うための国際協力(A/C.3/71/L.10/Rev.1)---PBI なし 

 主提案国: メキシコ 

 共同提案国: アルゼンチン、ベナン、中央アフリカ共和国、コロンビア、コスタリカ、グァテマラ、リ

ベリア、モンゴル、ミャンマー、パナマ、アンティグァ・バーブダ、バハマ、ベリーズ、ボスニア・ヘ

ルとェゴヴィナ、ブラジル、ブルキナファソ、チャド、コーティヴォワール、ドミニカ共和国、エクア

ドル、ギニア、ホンデュラス、アイスランド、イスラエル、ジャマイカ、日本、カザフスタン、マレー

シア、モロッコ、ニュージーランド、パラグァイ、フィリピン、韓国、セネガル、スリランカ、旧ユー

ゴスラヴ・マケドニア共和国、タイ、トルコ、米国、ウルグァイ 

 コンセンサスで決議を採択 

 採択後ステートメント: ヴェネズエラ・ボリヴァリアン共和国、オーストラリア(カナダ、アイスラン

ド、ニュージーランド、ノルウェー、スイスも代表)、バハマ(カリブ海共同体を代表)、コロンビア、イ

ラン・イスラム共和国 
 

51. 委員会議長提出の第 72 回総会第 3 委員会の暫定作業計画(A/C.3/71/L.56) 

 暫定作業計画をコンセンサスで承認 
 

第 3 委員会閉会 

 閉会挨拶: 委員会議長 

 ステートメント: 英国、エジプト 

 

以 上  


